
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【資料編】 
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資料１ 統計法の概要 

 

旧統計法を全部改正（統計報告調整法を廃止）して、統計調査によって作成され

る統計のみならず、公的機関が作成する統計全般を対象とした法律に改編 
 
 
１．目的 （第 1 条） 

公的統計が国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情

報であることに鑑み、公的統計の作成及び提供に関し基本となる事項を定めるこ

とにより、公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用性の確保を図り、も

って国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与 

 
 
 
２．公的統計の体系的整備 （第 2 条～第 31 条） 

・ 国勢統計、国民経済計算及び行政機関が作成する統計のうち重要なものとし

て総務大臣が指定した統計を基幹統計として位置付け 

・ 公的統計の整備に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、公的統

計の整備に関する基本的な計画を閣議によって決定することを法定化（おおむ

ね５年ごとに変更） 

・ 国民経済計算の作成基準をあらかじめ設定・公表することにより、中立性・

客観性を確保 

・ 行政機関が行う統計調査について、総務大臣が審査・承認を行うことによっ

て品質確保や重複是正を図るとともに、報告義務やかたり調査の禁止などの規

定を整備することにより、基幹統計を作成するための調査（基幹統計調査）に

おける適正確実な報告を担保 

・ 統計調査以外の方法により作成される基幹統計について、総務大臣が必要に

応じて意見を述べることとすることにより、公的統計全体の体系性を確保 

・ 行政機関が保有する各種の情報を統計の作成に活用する仕組みを整備するこ

とにより、統計作成の正確性や効率性を向上させるとともに、統計調査におけ

る被調査者の負担を軽減 
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３．統計データの利用促進と秘密の保護 （第 32 条～第 43 条） 

・ 委託に応じた集計による統計の提供（オーダーメード集計）や、匿名性の確

保措置を講じた調査票情報（匿名データ）の提供に関する規定を整備すること

により、学術研究等の需要に対応（提供の対価として手数料を徴収） 

・ 公的統計の作成に用いられた調査票情報等について、適正管理義務や守秘義

務、目的外利用の禁止などの規定を整備するとともに、これらの規定を統計調

査事務の受託者に対しても同様に適用 

 

 

 

４．統計委員会の設置 （第 44 条～第 51 条） 

・ 基本計画案など、法律の定める事項について専門的かつ中立公正な調査審議

を行う統計委員会を内閣府に設置することにより、公的統計の総合的かつ体系

的な整備を推進 

 

 

 

５．罰則等  

○ 雑則（第 52 条～第 56 条） 

・ 公的統計の利用者の利便を図るため、統計の所在情報の提供を義務化 

・ 法の施行状況を統計委員会に報告するとともに公表 

 

○ 罰則（第 57 条～第 62 条） 

・ 秘密漏えい等に関する罰則の適用対象を行政機関が行う統計調査の全てに拡

大。また、統計調査事務の受託者に対する罰則規定を明確化 
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資料２ 「公的統計の整備に関する基本的な計画」概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「公的統計の整備に関する基本的な計画」概要 

 
１ 統計体系の根幹となる「基幹統計」の整備  

 加工統計や調査統計を含め、公的統計の体系的整備の根幹となる統計を「基幹統計」として

指定し、その有用性を向上 
◇既存の大規模統計調査を統廃合し、全産業分野の経済活動を同一時点で網羅的に把握する経

済センサスを新たに実施し、これを軸とした産業関連統計の体系的整備、国民経済計算の推

計方法の確立 
◇４省がそれぞれ作成している製造業の生産動態に関する統計を一つに統合 

 
２ 統計相互の整合性及び国際比較可能性の確保・向上に関する事項 

＜国民経済計算の整備と一次統計等との連携強化＞  

◇国民経済計算と産業連関表との連携を強化し、整合性を確保 
◇国民経済計算の推計に用いる基礎統計の選択に関する検討、推計方法の見直し 

第２ 公的統計の整備に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策 

 基本計画は、統計法（平成 19 年法律第 53 号）第４条の規定に基づき、分散型統計機構の下、政

府が公的統計の整備に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために定めるものであり、施策展

開に当たっての基本的な考え方や取組の方向性等を記した「本文」と平成 21年度からの５年間に取

り組む具体的な措置、方策等を列記した「別表」とで構成 
 今後、政府は、基本計画を踏まえた公的統計の整備に関する施策を着実かつ計画的に推進すると

ともに、施策の効果に関する評価や社会経済情勢を踏まえ、おおむね５年ごとに見直しを実施 

 
１ 公的統計の果たすべき役割  

 公的統計は、国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報と位置付け

られたことを踏まえ、社会で広く有効活用され得る情報基盤として整備していくことが必要 
 
２ 施策展開に当たっての基本的な視点  

国民にとっての「統計の有用性の確保」を図ることが統計整備の重要な目標。統計の有用性

の向上を図るためには次の４つの視点が重要 
（１）統計の体系的整備 
（２）経済・社会の環境変化への対応 
（３）統計データの有効活用の推進 
（４）効率的な統計作成並びに統計リソースの確保及び有効活用 

 

第１ 公的統計の整備に関する施策についての基本的な方針 
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２ 統計相互の整合性及び国際比較可能性の確保・向上に関する事項 

＜ビジネスレジスター（事業所母集団データベース）の構築・利活用＞  

◇経済センサスの実施や行政記録情報の活用を通じた母集団情報の的確な整備 
◇各種統計調査結果や行政記録情報との結合による有用な統計の作成に向けた検討 

 
＜福祉・社会保障全般を総合的に示す統計の整備＞  

◇社会保障給付費について各種国際基準に基づく統計との整合性の向上を検討 
 

＜統計基準の設定＞  

◇日本標準産業分類、疾病、傷害、死因の統計分類などを統計基準として設定するとともに、

設定又は改定からおおむね５年後を目途に当該基準の改定の必要性を検討 
 
３ 社会的・政策的なニーズの変化に応じた統計の整備に関する事項 

＜サービス活動に係る統計の整備＞  

◇高度化する情報通信サービスの実態を府省横断的に把握するための統計を整備 
◇知的財産活動に関する統計の充実・高度利用 

 
＜少子高齢化等の進展やワークライフバランス等に対応した統計の整備＞  

◇配偶関係、結婚時期、子ども数等の少子化関連データの大規模標本調査による把握を検討 
◇就業（就業及び離職の状況、就業抑制要因など）と結婚、出産、子育て、介護等の関係を詳

細に分析するため、関連統計調査の充実を検討 
 
＜環境に関する統計の段階的な整備＞  

◇温室効果ガスの排出及び吸収に関する統計データの充実、気候変動による影響に関する統計

を整備 
◇総合エネルギー統計における速報値の公表早期化を推進 

 
＜観光に関する統計の整備＞  

◇主要な観光統計の充実とともに、共通基準の策定により都道府県間の比較が可能な観光統計

の整備を推進 
 
＜企業活動の変化や働き方の多様化等に対応した労働統計の整備＞  

◇非正規雇用の実情を継続的に毎年把握する統計調査の開始に向けた取組を推進 
◇事業所の開設・廃止による雇用への影響を把握するため、雇用創出・消失指標を整備 

第２ 公的統計の整備に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策（続き） 
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１ 効率的な統計作成 

＜行政記録情報等の活用＞  

◇労働保険及び雇用保険の適用事業所情報、有価証券報告書データ等の活用を検討 
◇統計調査の実施計画の策定時に、活用可能な行政記録情報等の有無等に関する事前調査・検

討を原則化 
 

＜民間事業者の活用＞  

◇民間事業者が優れたノウハウやリソースを持つ業務分野における積極的な活用 
◇統計調査の民間委託に係るガイドラインの改正など民間事業者をより適正かつ効果的に活

用するための環境を整備 
 
２ 統計リソースの確保及び有効活用  

◇基本計画の実施に必要な統計リソースの確保、特に国民経済計算に関する課題の着実な解消

のため、研究者や中核的職員を集中的に投入 
◇地方公共団体を経由する統計調査の見直し、業務量の平準化、調査事務の効率化等の多面的

な方策の計画的な実施 
 
３ 経済・社会の環境変化への対応  

◇統計利用者との意見交換を通じて把握したニーズを統計の整備・改善等に活用 
◇統計の品質に関する評価を通じた既存統計の見直し、統計作成方法の効率化を推進 
◇統計に対する国民の理解を得るための広報・啓発活動の効果的な実施 

 
４ 統計データの有効活用の推進  

◇新たに制度化されたオーダーメード集計及び匿名データの作成・提供を適切に開始し、その

対象とする統計調査を段階的に拡大 
 
５ その他  

◇政府統計共同利用システムの活用等による府省間でのデータ共有や提供の推進 
◇統計の中立性を確保する観点から、統計作成過程の一層の透明化を推進 

第３ 公的統計の整備を推進するために必要な事項 

 
◇公的統計基本計画推進会議を開催し、政府一体となって基本計画を推進 
◇統計委員会による基本計画の実施に関する各府省の取組状況の評価・検証、改善意見の提示

等 

第４ 基本計画の推進・評価等  
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資料３ 「公的統計の整備に関する基本的な計画」の推進体制 

 
公的統計基本計画推進会議の設置について 

平成 21年４月 23日 
各府省統計主管部局長等会議申合せ 

平成 25年２月 27日一部改正 
 
 「公的統計の整備に関する基本的な計画」（平成 21年３月 13日閣議決定）に掲げられた施策の推進及び同計画の見直し
に必要な政府部内の連絡、調整及び検討を行うことを目的として、下記により、「公的統計基本計画推進会議」（以下「推進
会議」という。）を設置する。 
 

記 
 
１ 推進会議の構成 
  推進会議の構成は、別紙のとおりとする。ただし、必要があるときは、構成員を追加することができる。 

 推進会議は、総務省政策統括官（統計基準担当）が招集する。 
 
２ 推進会議は、必要と認めるときには、構成員以外の者の意見を聴くことができる。 
 
３ 推進会議の庶務は、総務省政策統括官（統計基準担当）が行う。 
 

【別紙】 
推進会議構成員 

 
人事院事務総局総括審議官       内閣府大臣官房総括審議官      内閣府経済社会総合研究所次長 
宮内庁長官官房審議官         公正取引委員会事務総局総括審議官  警察庁情報通信局長 
金融庁総務企画局長          消費者庁審議官           復興庁統括官 
総務省統計局長            総務省政策統括官（統計基準担当）    法務省大臣官房司法法制部長 
外務省大臣官房長           財務省大臣官房総括審議官      文部科学省生涯学習政策局長 
厚生労働省大臣官房統計情報部長    農林水産省大臣官房統計部長     経済産業省大臣官房調査統計審議官 
国土交通省総合政策局情報政策本部長  環境省大臣官房審議官        防衛省大臣官房長 

  （オブザーバー） 
内閣府大臣官房統計委員会担当室長   日本銀行調査統計局長 

 
 

「公的統計の整備に関する基本的な計画」の推進について（抄） 

平成 21年４月 23日 

各府省統計主管部局長等会議申合せ 

 

 公的統計の整備に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、下記により、「公的統計の整備に関する基本的な計

画」（平成 21年３月 13日閣議決定。以下「公的統計基本計画」という。）に掲げられた各施策の具体的推進を図る。 

 

１ 推進体制 

  公的統計基本計画に掲げられた諸施策については、以下の区分に応じた推進体制を整備し、その推進を図る。 

 (1) 府省横断的に取り組むことが必要な事項については、各府省統計主管部局長等会議の下に、各府省の課長等から構成

される検討会議を設けるとともに、既存の連絡会議の枠組みを活用して、検討を行う。 

   なお、設置する検討会議及び活用する連絡会議並びにその主な検討事項については、別紙のとおりとする。 

 (2) 関係府省間で連携して取り組むことが必要な事項については、関係府省間において取組の窓口となる府省を決定し、

当該府省が中心となって検討を行う。 

   なお、産業関連統計の体系的整備については、関係府省の課長等から構成される検討会議を設けるほか、産業連関表

の作成方法の見直し及び経済センサス－活動調査の実施に向けた調整等に関する事項については、既存の会議を活用し

て、検討を行う。 

 (3) 各府省が個別に取り組むべき事項については、各府省が主体的に検討を行う。 

   なお、総務省政策統括官（統計基準担当）において、サービス分野の統計整備については、各府省及び学識経験者等

から構成される研究会を設けて、また、統計基準の設定に関する事項については、既存の専門会議の枠組みを活用して、

検討を行う。 

 

【別紙】 

設置する検討会議及び活用する連絡会議並びにその主な検討事項 

 

１ 統計データの有効活用に関する検討会議 

 ① 統計データ・アーカイブの整備 

 ② 調査票情報等の保管に関するガイドラインの策定 

 ③ その他統計データの有効活用に関する事項 

 

２ 統計基盤の整備に関する検討会議 

  ① 統計リソースの確保及び有効活用 

  ② 民間事業者の活用の見直し・改善 

  ③ その他の統計基盤の整備に関する事項 

 

 

 

３ 事業所母集団データベースの活用等に関する検討会議 

 ① ビジネスレジスターの整備・充実 

 ② 行政記録情報等の活用に関する環境整備 

 ③ その他の事業所母集団データベースの活用等に関す

る事項 

 

４ 国際統計に関する関係府省等連絡会議（既存） 

 ○ 各種の統計国際会議、国際機関及び諸国の諸情報に

係る府省等間における報告・連絡、国際協力の推進に

関する事項 
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生 産 動 態 統 計 、 企 業 活 動 基 本 統 計 、 廃 棄 物 ・ 副 産

物 統 計 等 に 関 す る 統 計 整 備 の 検 討 等 （ 関 係 府 省 が

合 同 で 検 討 の 場 を 設 置 ）

国 民 経 済 計 算 、 所 管 統 計 調 査 の 改 善 ・ 見 直 し 等

に 関 す る 検 討 等

公 的 統 計 基 本 計 画 推 進 会 議

産 業 関 連 統 計 の 体 系 的 整 備 等 に 関 す る 検 討 会 議

全
府
省
横
断
的
事
項
に

関
す
る
取
組

【
｢各

府
省
統
計
主
管
部
局
長
等
会

議
｣の

下
で
検

討
】

具 体 的 施 策 の 検 討 ・ 実 施

複
数
府
省
連
携
事
項
に

関
す
る
取
組

各
府
省
の
部
局

長
級
で
構
成

サ ー ビ ス の 計 測 に 関 す る 検 討 会

個
別
府
省
対
応
事
項
へ
の
取
組

統 計 分 類 専 門 会 議 ※

経 済 指 標 専 門 会 議 ※

産 業 連 関 部 局 長 会 議 ※

経 済 セ ン サ ス- 活 動 調 査 推 進 関 係 府 省 会 議 ※

統 計 デ ー タ の 有 効 活 用 に 関 す る 検 討 会 議

国 際 統 計 に 関 す る 関 係 府 省 等 連 絡 会 議 ※

二 次 利 用 促 進 調 査 票 情

報 の 保 管 管 理 、 デ ー タ

ア ー カ イ ブ の 整 備 検 討

統 計 調 査 員 制 度 、 民 間 委

託 ・ 品 質 評 価 Ｇ Ｌ 、 広 報

活 動 、 非 協 力 者 対 応 、 統

計 リ ソ ー ス 等 の 検 討

行 政 記 録 情 報 、 母 集 団

デ ー タ ベ ー ス （ ビ ジ ネ ス

レ ジ ス タ ー ） の 整 備 等

戦 略 的 な 国 際 対 応 力 の

向 上 支 援

複 数 府 省 が 一 体 と な っ て

検 討 す る 事 項

経 済 セ ン サ ス を 軸 と し た

産 業 関 連 統 計 の 体 系 的 整

備 、 国 民 経 済 計 算 と そ の

基 礎 と な る 一 次 統 計 の 連

携 強 化 等

産 業 連 関 表 の 作 成 方 法 の

検 討 、 及 び 国 民 経 済 計 算

と の 連 携 強 化 等

経 済 構 造 統 計 に よ り 達

成 す べ き 目 標 等 の 検 討

各 府 省 が 責 任 を 持 っ て

検 討 ・ 実 施 す る 事 項

サ ー ビ ス 分 野 の 生 産 性 並

び に 生 産 量 及 び 価 格 の 計

測 に 関 す る 調 査 研 究

商 品 分 類 等 の 研 究 ・

検 討

季 節 調 整 法 の 適 用 、 指 数

の 基 準 時 等 の 検 討統
計
基
準

の
設
定
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資料４ 統計調査の見直し・効率化 

 

基本計画において、各府省は、新たな統計の整備及び提供のニーズに的確に対応しつつ、

質の高い統計を提供するため、統計の体系的整備の推進及び報告者の負担軽減に加え、統

計リソースの確保及び有効活用の観点から、既存統計の見直し・効率化を行うこととされ

ている。これに係る平成24年度の実施状況は以下のとおりであり、基幹統計調査６件、一

般統計調査25件、計31件の調査において、見直し・効率化措置が図られている。 

 

表１ 統計調査見直し実績                  （平成24年度） 

統計調査の種別 基幹統計調査 一般統計調査 計 

見直し・効率化がなされた 

統計調査数 
6 25 31 

見直し措

置内容 

廃止等（注１） 1 2 3 

統合 1 1 2 

休止 0 5 5 

調査客体数の削減 1 1 2 

調査事項の削減 2 9 11 

調査方法の改善 3 17 20 

見直し措置数（計）（注２） 8 35 43 

注１）「廃止等」には、法第２条第５項でいう「統計調査」に該当しなくなった調査を含む。 

注２）一つの調査において、複数の見直し措置が図られている場合があるため、「見直し・効率化がなされた統計調 

査数」と「見直し措置数（計）」は一致していない。 

 

表２ 府省別統計調査見直し実績             （平成24年度） 

  基幹統計調査 一般統計調査 計 

内閣府 0 0 0 

総務省 1 3 4 

財務省 1 0 1 

文部科学省 1 2 3 

厚生労働省 0 4 4 

農林水産省 1 4 5 

経済産業省 2 6 8 

国土交通省 0 5 5 

環境省 0 1 1 

人事院 0 0 0 

合 計 6 25 31 
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資料５ 統計関連業務の民間委託の状況 
 

１ 統計事務の民間委託の状況 

統計関連業務のうち、統計調査に直接関連する統計事務の民間委託状況は次のとお

りであり、平成24年度に実施した統計調査に係る事務については、249統計調査中205

統計調査（全体の82.3％）において、何らかの事務について民間委託を実施している。

また、統計事務の種類別民間委託の状況は、表１及び図１のとおりである。 

表１ 統計事務の種類別民間委託の状況             （平成24年度） 

調査
企画

標本
設計

標本
抽出

実査
準備

実査
内容
検査

符号
付け

デー
タ入
力

チェ
ック
等

統計
表作
成

結果
審査

調査
票の
保管

245 189 182 242 248 243 78 234 246 239 241 247 249

件数 13 13 40 126 128 120 45 177 135 125 33 53 205

(割合：％) (5.3 ) (6.9 ) (22.0 ) (52.1 ) (51.6 ) (49.4 ) (57.7 ) (75.6 ) (54.9 ) (52.3 ) (13.7 ) (21.5 ) (82.3 )

件数 0 0 0 0 0 11 8 12 18 18 11 12 20

(割合：％) (0.0 ) (0.0 ) (0.0 ) (0.0 ) (0.0 ) (4.5 ) (10.3 ) (5.1 ) (7.3 ) (7.5 ) (4.6 ) (4.9 ) (8.0 )

2 1 21 22 40 35 4 23 24 3 15 24 43

0 0 0 1 1 0 0 3 2 0 0 0 4

  統計事務の種類

 全統計調
 査件数

府
省
全
体

当該事務が存在す
る統計調査件数

うち民
間委託
を実施
してい
るもの

（参考）
うち独立
行政法人
への委託
を実施し
ているも
の

　
う
ち

　
地
方
支
分
部
局

当該事務が存在する統
計調査件数

うち民間委託を実施
しているもの（件
数）

（注３）
（注２）

 
注１）共管調査は、共管の府省にそれぞれ１件として計上している。 
注２）「全統計調査件数」は、国の機関において平成24年度に実施された統計調査の総件数。 

注３）「符号付け」は、語句や文章で記入された調査事項を分類基準に従って符号に変換する事務をいう。 

 

図１ 統計事務の種類別民間委託の割合
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なお、府省別民間委託の状況は、表２のとおりである。 

表２ 府省別民間委託の状況（統計事務）     （平成24年度） 

うち民間委
託を実施し
ているもの
（件数）

内閣府 14 12 0 1 0

総務省 19 18 11 0 0

財務省 7 6 0 4 0

文部科学省 17 11 0 0 0

厚生労働省 53 50 3 4 0

農林水産省 45 34 0 23 2

経済産業省 38 32 0 4 0

国土交通省 47 35 4 7 2

環境省 6 6 0 0 0

人事院 3 1 2 0 0

合　計 249 205 20 43 4

府省名

府省全体
うち地方支分部局

統計調査件数
 統計調査
 件数

うち民間委託
を実施してい
るもの（件数）

（参考）
うち独立行政法
人への委託を実
施しているもの

 
注）共管調査は、共管の府省にそれぞれ１件として計上している。 

 
 
 

２ データベース関連事務の民間委託の状況 

統計データを収録しているデータベースの整備に関する事務の民間委託状況は次

のとおりであり、平成24年度末において、国の行政機関の統計関係部局の管理下にあ

る。統計調査に基づく統計データを収録しているデータベースは８件あり、そのうち

７件のデータベース（全体の87.5％）において、１と同様に何らかの事務について民

間委託が行われている。データベース関連事務の種類別民間委託の状況は、表３のと

おりである。 

 

表３ データベース関連事務の種類別民間委託の状況      （平成24年度） 

 データベース関連事務の種類 
全データベ

ース件数 企画 開発 
データ収

集、入力

運用、 

管理等 
提供 

当該事務が存在する 
データベース件数 8 8 8 8 7 8

 うち民間委託を実施

しているもの（件数）
1 6 1 5 1 7
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なお、府省別民間委託の状況は、表４のとおりである。 

 

表４ 府省別民間委託の状況（データベース関連事務） 

                    （平成24年度） 

府 省 名 データベース件数 うち民間委託を実施し

ているもの（件数） 
内閣府 - - 

総務省 2 1 

法務省 - - 

財務省 1 1 

文部科学省 1 1 

厚生労働省 2 2 

農林水産省 1 1 

経済産業省 - - 

国土交通省 1 1 

環境省 - - 

防衛省 - - 

人事院 - - 

合   計 8 7 
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資料６ 基幹統計調査の承認一覧 

 （平成 24 年度） 

実施府省 基幹統計調査の名称 
承認 

年月日 

総務省 

小売物価統計調査 H24.6.15 

全国物価統計調査 H24.6.15 

住宅・土地統計調査 H25.2.26 

財務省 民間給与実態統計調査 H24.11.26 

文部科学省 

学校基本調査 H24.7.26 

学校保健統計調査 H24.10.30 

厚生労働省 国民生活基礎調査 H25.2.4 

農林水産省 

作物統計調査 H24.10.30 

海面漁業生産統計調査 H24.10.30 

漁業センサス H25.3.19 

経済産業省 

特定サービス産業実態調査 H24.6.12 

工業統計調査 H24.7.25 

経済産業省生産動態統計調査 H24.8.22 

経済産業省企業活動基本調査 H25.2.14 

国土交通省 法人土地・建物基本調査 H25.2.27 

総務省・ 

経済産業省 
経済センサス－活動調査 H25.2.27 

注）本表は、平成 24 年度に総務大臣に申請された基幹統計調査の承認状況についてまとめたものである。
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資料７ 統計委員会における諮問・答申実績 

 

（平成 24 年度） 

 諮問者 諮問日 答申日 

社会保障費用統計（旧社会保障給付費）の基

幹統計としての指定について 
総務大臣

平成 24 年

３月 13 日 

平成 24 年

４月 20 日

国勢調査に係る匿名データの作成について 総務大臣
平成 24 年

10月26日 

平成 25 年

2 月 15 日 

国民生活基礎調査の変更について 総務大臣
平成 24 年

10月26日  

平成 25 年

1 月 25 日 

法人土地基本調査の変更及び法人土地基本統

計の指定の変更（名称及び目的の変更）につい

て 

総務大臣
平成 24 年

10月26日  

平成 24 年

12月21日

住宅・土地統計調査の変更について 総務大臣
平成 24 年

11月28日  

平成 25 年

2 月 15 日 

漁業センサスの変更及び漁業センサスの指定

の変更（名称及び目的の変更）について 
総務大臣

平成 24 年

11月28日  

平成 25 年

2 月 15 日 

埋蔵鉱量統計の指定の解除について 総務大臣
平成 25 年

1月 25 日  

平成 25 年

1 月 25 日 

経済センサス-基礎調査及び商業統計調査の

変更について 
総務大臣

平成 25 年

3月 28 日  
審議中 
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資料８ 基幹統計調査の年度別承認件数 

 

府省名 
平成 

24 年度 
平成 

23 年度 
平成 

22 年度 
平成 

21 年度 
平成 

20 年度 
平成 

19 年度 

総務省 4* 5* 3* 4(2) 8 6(2) 

財務省 1 2 1 0 2 1 

文部科学省 2 3 4 1 3 3 

厚生労働省 1 8(6) 3 1 2 4 

農林水産省 3 9(6) 0 2 2 3 

経済産業省 5* 2* 7(4)* 4 4 4 

国土交通省 1 1 0 4(2) 11(8) 2 

合計 16 29(6) 17(2) 16(2) 32(4) 23(1) 

 

府省名 
平成 

18 年度 
平成 

17 年度 
平成 

16 年度 
平成 

15 年度 
平成 

14 年度 
平成 

13 年度 

総務省 6(2) 2 4(2) 4(2) 23(14) 7 

財務省 1 1 1 2(2) 1 1 

文部科学省 3(2) 2 3(2) 7(5) 3 1 

厚生労働省 4(2) 4 5(2) 6(5) 9(4) 4 

農林水産省 4(2) 12(8) 1 9(4) 4(2) 5(2) 

経済産業省 5 5(2) 7(2) 7 7 13(2) 

国土交通省 4 3(2) 5(4) 5 13(9) 3 

合計 27(4) 29(6) 26(6) 40(10) 60(17) 34(2) 
注１）（ ）内の数値は同年度内に同一の調査で複数回承認を受けたものの内数。 

注２）「*」は複数の府省が共同で行う調査（平成 22、23、24 年度は経済センサス-活動調査。）。共管府省にそれ

ぞれ１件と計上しているため、各府省の申請及び承認件数を単純合計しても、合計には一致しない。 

注３）平成 13～20 年度は旧統計法に基づく指定統計調査の承認件数。 

注４）平成 12 年度の指定統計調査の承認件数は 84 件（同一年度内に同一の調査で複数回承認を受けたものの件

数：14 件）となっている。 
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資料９ 基幹統計の公表までの期間 

 

  経常調査により作成された基幹統計の公表状況 （平成 24 年度） 

府省名 
公表を行った件数 

（件） 
公表までの平均期間 

（日） 

総務省 5 43 <44> 

財務省 2 63 <67> 

文部科学省 2 88 <68> 

厚生労働省 6 91 <101> 

農林水産省 5 49 <62> 

経済産業省 6 43 <107> 

国土交通省 8 60 <26> 

合計/全体平均 34<36> 60※ <68※> 

注１）公表までの平均期間は、各調査の調査期間終了時から第一報公表までの日数の平均である。 

注２）１つの基幹統計の作成に当たり、月次調査・年次調査がある場合など、公表までの期間が複数種類ある場合、最も短い公表

までの期間によって平均期間の計算を行っている。 

注３）統計調査以外の方法により作成される基幹統計である国民経済計算（内閣府）、鉱工業指数（経済産業省）及び生命表（厚

生労働省）並びに周期調査により作成される基幹統計の公表までの平均期間は算出していない。 

注４）表中< >内は、平成 23 年度における実績。 

注５）表中※は該当する全調査に関する平均である。 

 

 
 

       周期調査により作成された基幹統計の公表までの期間    （平成 24 年度） 

府省名 統計調査の名称 
調査の

周期 

公表までの期

間（今回調査）

公表までの期間

（前回調査） 

公表までにかかった期

間の前回調査との差 

総務省 

平成 24 年就業

構造基本調査 
５年 

144 日 

（H25.3 公表） 

262 日 

（H20.7 公表） 
-118 日 

平成 23 年社会

生活基本調査 
５年 

258 日 

（H24.7 公表） 

256 日 

（H19.7 公表） 
＋２日 

文部科学省 社会教育調査 ３年 
274 日 

（H24.10 公表）

283 日 

（H21.11 公表） 
－９日 

厚生労働省 患者調査 ３年 
348 日 

（H24.11 公表）

350 日 

(H21.12 公表) 
－２日 

注)公表までの期間は、各調査の調査期間終了時から第一報公表までの日数である。 
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資料 10 一般統計調査の承認一覧 

（平成 24 年度） 

実施府省 一般統計調査の名称 
最終承認

年月日 

人事院 

民間企業の勤務条件制度等調査 H24.10.2

職種別民間給与実態調査 H25.3.27

民間企業における役員報酬（給与）等調査 H25.3.27

内閣府 

平成２３年産業連関構造調査（地方公共団体投入調査） H24.5.17

東日本大震災における地震・津波時の避難に関する実態調査 H24.7.31

青少年のインターネット利用環境実態調査 H24.10.22

避難における総合的対策の推進に関する実態調査 H24.11.29

消費動向調査 H24.12.4

「絆」と社会サービスに関する調査 H25.1.9 

総務省 

平成２３年産業連関構造調査（通信業・放送業・インターネット附

随サービス業投入調査） 
H24.4.25

平成２７年国勢調査第１次試験調査 H24.5.11

サービス産業動向調査 H24.5.17

平成２５年住宅・土地統計調査試験調査 H24.5.21

ワーク・ライフ・バランスの推進に関するアンケート調査 H24.6.8 

通信利用動向調査 H25.1.18

国際比較プログラムに関する小売物価調査 H25.1.24

財務省 平成２３年産業連関構造調査（酒類製造業投入調査） H24.6.28

文部科学省 
全国イノベーション調査 H24.10.31

民間企業の研究活動に関する調査 H24.11.16

厚生労働省 

労使関係総合調査 H24.6.8 

平成２４年福島県患者調査 H24.6.26

２１世紀成年者縦断調査（国民の生活に関する継続調査） H24.6.26

院内感染対策サーベイランス H24.7.10

雇用均等基本調査 H24.8.22

国民健康・栄養調査 H24.8.29

就労条件総合調査 H24.8.31

介護事業実態調査 H24.9.10

労働経済動向調査 H24.9.10

派遣労働者実態調査 H24.9.14

２１世紀出生児縦断調査 H24.9.14

消費生活協同組合（連合会）実態調査 H24.10.10
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能力開発基本調査 H24.10.11

労働安全衛生特別調査 H24.10.23

障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査 H24.10.26

児童養護施設入所児童等調査 H24.11.20

雇用動向調査 H25.1.16

社会保障・人口問題基本調査 H25.2.22

介護サービス施設・事業所調査 H25.3.22

社会福祉施設等調査 H25.3.22

農林水産省 

農業協同組合及び同連合会一斉調査 H24.4.13

２０１３年漁業センサス試行調査 H24.4.27

地域特産野菜生産状況調査 H24.6.8 

平成２３年産業連関構造調査（農業サービス業投入調査） H24.8.30

平成２３年産業連関構造調査（種苗業（農業）投入調査） H24.8.30

平成２３年産業連関構造調査（花き・花木生産業投入調査） H24.8.30

平成２３年産業連関構造調査（民有林事業投入調査） H24.8.30

平成２３年産業連関構造調査（海面・内水面養殖業投入調査） H24.8.30

平成２３年産業連関構造調査（食品工業投入調査） H24.8.30

平成２３年産業連関構造調査（飼料・有機質肥料製造業投入調査） H24.8.30

平成２３年産業連関構造調査（木材加工業投入調査） H24.8.30

平成２３年産業連関構造調査（農業土木事業投入調査） H24.8.30

平成２３年産業連関構造調査（林野公共事業投入調査） H24.8.30

６次産業化総合調査 H24.9.10

畜産統計調査 H24.9.14

２０１５年農林業センサス試行調査 H24.9.19

林業経営統計調査 H24.9.19

生鮮野菜価格動向調査 H25.3.11

食品循環資源の再生利用等実態調査 H25.3.26

森林づくり活動についての実態調査 H25.3.27

経済産業省 

エネルギー消費統計調査 H24.6.29

平成２３年産業連関構造調査（資本財販売先調査） H24.7.3 

特定サービス産業動態統計調査 H24.9.10

製造工業生産予測調査 H24.11.8

鉄鋼需給動態統計調査 H25.1.31

金属加工統計調査 H25.1.31

繊維流通統計調査 H25.1.31
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非鉄金属等需給動態統計調査 H25.1.31

鉄鋼生産内訳月報 H25.3.26

国土交通省 

平成２３年産業連関構造調査（こん包業に関する投入調査） H24.4.6 

平成２３年産業連関構造調査（地方公共団体運輸関連施設投入調査） H24.4.6 

平成２３年産業連関構造調査（有料駐車場に関する投入調査） H24.4.6 

平成２５年住生活総合調査試験調査 H24.5.21

平成２３年産業連関構造調査（運輸関連事業投入調査） H24.7.13

建設資材・労働力需要実態調査 H24.7.13

観光地域経済調査 H24.7.27

建設副産物実態調査 H24.7.31

平成２３年産業連関構造調査（公共事業工事費投入調査） H24.7.31

平成２３年産業連関構造調査（土木工事間接工事費投入調査） H24.7.31

平成２３年産業連関構造調査（独立行政法人等土木工事費投入調査） H24.7.31

平成２３年産業連関構造調査（土木工事費投入調査） H24.7.31

平成２３年産業連関構造調査（建築工事費投入調査） H24.7.31

平成２３年産業連関構造調査（不動産業投入調査） H24.7.31

建設工事進捗率調査 H24.8.30

建設関連業等の動態調査 H24.9.7 

ユニットロード貨物流動調査 H24.10.9

主要建設資材需給・価格動向調査 H25.1.16

自動車燃料消費量調査 H25.2.22

内航船舶輸送統計母集団調査 H25.3.26

船員労働統計母集団調査 H25.3.26

環境省 

家庭からの二酸化炭素排出量の推計に係る実態調査試験調査 H24.7.31

大気汚染物質排出量総合調査 H24.7.31

生物多様性分野における事業者による取組の実態調査 H24.12.19

環境にやさしい企業行動調査 H24.12.27

総務省・経済
産業省 

平成２６年経済センサス－基礎調査及び平成２６年商業統計調査の

ための試験調査 
H24.4.27

文部科学省・
厚生労働省 幼稚園・保育所等の経営実態調査 H24.11.28

注１） 本表は、平成 24 年度に総務大臣に申請された一般統計調査の承認状況についてまとめたものである。 

注２） 周期的に行われる調査については、調査名に「平成○年」を付して申請されている場合についても、 

「平成○年」を除いた名称で掲載している。 

注３） 複数の変更がなされているものについては、最終承認年月日で集約して掲載している。 
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資料 11 一般統計調査の年度別承認件数 

    （平成 18～24 年度） 

府省名 

 
平成 

24 年度 

 
平成 

23 年度 
平成 

22 年度
平成 

21 年度

平成 
20 年度 

平成 
19 年度 

平成 
18 年度 

承認 届出 承認 届出 承認 届出

内閣府 5 4 5 4(1) 10(1) 1 7(1) 1 8(1) 0 

総務省 8(1) 3 6 10(2) 9(1) 0 25 1 18(1) 3 

法務省 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 

財務省 0 1 3 3(1) 4(1) 0 4(1) 0 7(2) 0 

文部科学省 3(1) 1 5 9(1) 8(1) 4 7(1) 0 6(1) 8 

厚生労働省 21(1) 28 31 44(1) 43(1) 16 42(1) 8 42(2) 14 

農林水産省 10 7 15(1) 26 21(1) 4 29(1) 4 40(2) 6 

経済産業省 9(1) 4 13(2) 18(2) 32(4) 0 24(2) 0 19(4) 0 

国土交通省 11 6 20(1) 17 29(1) 5 28 0 29(2) 2 

環境省 4 3 5 6 5(1) 1 2(1) 3 4(2) 0 

防衛省 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

人事院 3 1 4 3 0 6 0 7 0 6 

合計 72(2) 59 105(2) 136(4) 156(6) 37 167(4) 24 163(6) 39 

注１）平成 18～20 年度は、旧統計報告調整法に基づく統計報告の徴集の承認件数及び旧統計法に基づく届出統計

調査の受理件数。 

注２）（ ）内の数値は共管調査（複数の府省が共同で行う調査）の数であり、承認した統計調査件数の内数。共

管調査は、共管の府省にそれぞれ１件と計上しているため、各府省の承認件数を単純合計しても、合計には

一致しない。 

注３）産業連関構造調査については、総務省において１件と計上している。 

 

 

（参考）統計報告の徴集の承認件数及び届出統計調査の受理件数（年別） 

（平成 13～17 年） 

 
平成 17 年 平成 16 年 平成 15 年 平成 14 年 平成 13 年 

承認 届出 承認 届出 承認 届出 承認 届出 承認 届出

合計 160 42 132 20 145 38 154 33 164 21 
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資料 12 一般統計調査の結果の公表までの期間 

一般統計調査（経常調査）結果の公表までの平均期間 （平成 24 年度中） 

府省名 
公表を行った件数 

（件） 
公表までの平均期間 

（日） 

内閣府 9(1) 68 

総務省 5(1) 55 

財務省 3(1) 228 

文部科学省 11(1) 180 

厚生労働省 33(1) 208 

農林水産省 27(1) 80 

経済産業省 26(2) 92 

国土交通省 18 84 

環境省 3 170 

人事院 2 177 

合計/全体平均 133(4) <127(4)> 126※ <125※>

注１）公表までの平均期間は、各調査の調査期間終了時から第一報公表までの日数の平均である。 

注２）１つの一般統計調査の作成に当たり、月次調査・年次調査がある場合など、公表までの期間が複数種類ある場合、

最も短い公表までの期間によって平均期間の計算を行っている。 

注３）（ ）内の数値は共管調査（複数の府省が共同で行う調査）の数であり、公表を行った一般統計調査の件数の内数。

共管調査は、共管の府省にそれぞれ１件と計上しているため、各府省の公表を行った一般統計調査の件数を単純合

計しても、合計には一致しない。 

注４）表中< >内は、平成 23 年度における実績。 

注５）表中※は該当する全調査に関する平均である。 

一般統計調査（周期調査）の結果の公表までの期間 （平成 24 年度中） 

府省名 一般統計調査の名称 
調査の

周期 

公表までの期間 

（今回調査） 

公表までの期間 

（前回調査） 

公表までの

期間の前回

調査との差 

総務省 
平成 25 年住宅・土地統

計調査試験調査 
一回限り

113 日 

（H24.11 公表） 
－ － 

法務省 

安全・安心な社会づくり

のための基礎調査（犯

罪被害実態（暗数）調

査） 

４年 
297 日 

（H24.11 公表） 

231 日 

（H20.11 公表） 
＋66 日 

厚生労働省 

全国母子世帯等調査 ５年 
227 日 

（H24.９ 公表） 

274 日 

（H19.10 公表） 
－47 日 

地域児童福祉事業等

調査 
３年 

371 日 

(H25.3 公表) 

751 日 

（H23.3 公表） 
－380 日 

136



公的年金加入状況等

調査 
３年 

504 日 

(H24.5 公表) 

448 日 

(H18.3 公表) 
＋56 日 

受療行動調査 ３年 
286 日 

（H24.9 公表） 

283 日 

（H21.9 公表） 
＋３日 

社会保障・人口問題基

本調査 
５年 

483 日 

(H25.1 公表) 

790 日 

(H20.10 公表) 
－307 日 

農林水産省 

都道府県知事認可漁

業協同組合の職員に

関する一斉調査 

２年 
300 日 

（H24.7 公表） 

380 日 

（H.22.9 公表） 
-80 日 

経済産業省 石油設備調査 ２年 
81 日 

（H24.8 公表） 

122 日 

（H22.9 公表） 
-41 日 

国土交通省 

建設資材・労働力需要

実態調査 
３年 

216 日 

（H24.6 公表） 

322 日 

（H20.10 公表） 
－106 日 

全国都市交通特性調

査 
５年 

602 日 

（H24.8 公表） 

522 日 

(H19.5 公表) 
＋80 日 

注１)公表までの期間は、各調査の調査期間終了時から第一報公表までの日数である。 

注２)一般統計調査（周期調査）のうち、新規調査など前回調査のなかった調査については記載していない。 
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資料 13 都道府県別統計調査の届出件数、実施件数、中止件数 

      （平成24 年度） 

都道府県名 
届出件数 調査

実施
件数

調査
中止
件数

都道府県名 
届出件数 調査 

実施 
件数 

調査
中止
件数新規 変更 新規 変更 

北海道 
青森県 
岩手県 
宮城県 
秋田県 
山形県 
福島県 
茨城県 
栃木県 
群馬県 
埼玉県 
千葉県 
東京都 
神奈川県 
新潟県 
富山県 
石川県 
福井県 
山梨県 
長野県 
岐阜県 
静岡県 
愛知県 
三重県 

2 
2 
4 
0 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
3 
3 
10 
0 
1 
0 
4 
3 
1 
3 
0 
2 
7 
8 

1 
1 
5 
3 
0 
1 
1 
4 
2 
0 
2 
0 
6 
3 
5 
0 
4 
4 
2 
3 
2 
6 
8 
3 

3 
7 
12 
3 
5 
12 
14 
8 
11 
2 
12 
17 
30 
10 
19 
1 
11 
11 
6 
6 
8 
12 
19 
15 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 

滋賀県 
京都府 
大阪府 
兵庫県 
奈良県 
和歌山県 
鳥取県 
島根県 
岡山県 
広島県 
山口県 
徳島県 
香川県 
愛媛県 
高知県 
福岡県 
佐賀県 
長崎県 
熊本県 
大分県 
宮崎県 
鹿児島県 
沖縄県 

2 
2 
9 
0 
6 
0 
5 
1 
0 
1 
3 
3 
6 
0 
3 
1 
5 
2 
4 
0 
2 
1 
2 

5 
4 
5 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
4 
4 
0 
2 
3 
1 
2 
0 
1 
1 
1 
4 
1 
2 

14 
7 
17 
4 
11 
2 
10 
6 
4 
6 
7 
6 
11 
4 
11 
9 
10 
3 
5 
6 
11 
15 
12 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

合計 121 116 445 2 

注）調査の中止は総務大臣への届出の対象となっていないため、中止件数は届出件の外数である。 

資料 14 指定都市別統計調査の届出件数、実施件数、中止件数 

    （平成24年度） 

指定都市名 
届出件数 調査

実施
件数

調査
中止
件数

指定都市名 
届出件数 調査 

実施 
件数 

調査
中止
件数新規 変更 新規 変更 

札幌市 
仙台市 
新潟市 
さいたま市 
千葉市 
横浜市 
川崎市 
静岡市 
浜松市 
名古屋市 

0 
2 
0 
2 
0 
2 
1 
2 
0 
0 

1 
0 
3 
1 
1 
0 
2 
0 
0 
0 

1 
2 
3 
3 
1 
2 
3 
2 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 

京都市 
大阪市 
堺市 
神戸市 
岡山市 
広島市 
福岡市 
北九州市 
相模原市 

3 
2 
4 
1 
1 
0 
4 
5 
1 

0 
0 
0 
9 
0 
1 
0 
4 
1 

3 
3 
4 
10 
1 
1 
4 
12 
2 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

合計 30 23 59 1 

注）調査の中止は総務大臣への届出の対象となっていないため、中止件数は届出件の外数である。 
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資料 15 東日本大震災に伴う基幹統計調査における特別の措置の実施状況（類型別） 

 

（平成25年３月31日現在） 

区分 

類 型 

基幹統計調査名 

（府省名） 

調査対象 

(調査周期)
措置のポイント 

調査対象
地域の除
外（一部地
域におけ
る調査の
中止） 
 
 

労働力調査（総務
省） 

世帯、個人
(月) 

➢平成23年３月分及び４月分については、岩手県、宮
城県及び福島県を調査対象から除外。岩手県、宮城
県においては５月分から、また福島県においては８
月分から可能な範囲で調査を再開。 

小売物価統計調
査(総務省) 

事業所及び
世帯(月、旬
別) 

➢岩手県、福島県及び茨城県においては平成23年４月
上旬調査から、また宮城県においては４月中旬調査
から調査を再開。 

個人企業経済調
査（総務省） 

企 業 ( 四 半
期、年) 

➢３県（岩手県、宮城県及び福島県）においては、平
成23年１～３月期動向調査票及び平成22年構造調
査票の回収並びに平成23年４～６月期動向調査票
の配布が困難な状況であったため、一部の市を除き
７～９月期から調査を再開。 

社会生活基本調
査（総務省） 

世帯（５年） ➢平成23年調査について、岩手県、宮城県及び福島県
の一部地域を除いて、調査を実施。 

就業構造基本調
査（総務省） 

世帯（５年） ➢調査対象地域から、津波浸水地域及び東京電力福島
第一原子力発電所事故に係る警戒区域、計画的避難
区域及び緊急時避難準備区域を除外。 

経済センサス-活
動調査（総務省、 
経済産業省） 

事業所及び
企業（５年）

➢調査対象の地域的範囲から、東京電力福島第一原子
力発電所事故に係る警戒区域及び計画的避難区域
を除外。 

工業統計調査（経
済産業省） 

事業所（年） ➢平成24年調査より調査対象の地域的範囲から、東京
電力福島第一原子力発電所事故に係る警戒区域及
び計画的避難区域を除外。 

学校保健統計調
査（文部科学省） 

学校(年) ➢３県（岩手県、宮城県及び福島県）においては、作
成の基となる健康診断の実施が困難であることか
ら、平成23年度調査については実施しないことと
し、その旨の通知を県知事宛に発出。 

毎月勤労統計調
査（厚生労働省） 

事業所(月、
年) 

➢当面の間、東京電力福島第一原子力発電所周辺の一
部地域における調査を中止。 

国民生活基礎調
査（厚生労働省） 

個人、世帯
(年、３年) 

➢福島県においては、24年調査を実施しない旨を決定
し、当該県へ連絡済み。 

患者調査（厚生労
働省） 

事 業 所 ( ３
年) 

➢宮城県の一部地域及び福島県の全域を除外して23
年調査を実施。 

調 査 対
象・項目の
限定(一部
除外・中
止) 

学校基本調査（文
部科学省） 

学校、教育委
員会(年) 

➢３県（岩手県、宮城県及び福島県）の初等中等教育
機関においては、「学校施設調査」を中止。 

社会教育調査（文
部科学省） 

事 業 所 ( ３
年) 

➢３県（岩手県、宮城県及び福島県）においては、平
成23年度調査について民間体育施設を調査対象外
とし、また調査項目について現状の把握が容易であ
るものに限定することとし、その旨の通知を県教育
長宛に発出。なお、調査を行わなかった項目につい
ては、平成２４年度に補完調査を実施。 

毎月勤労統計調
査(厚生労働省) 
 
 

事業所(月、
年) 

➢３県（岩手県、宮城県及び福島県）においては、平
成23年３月～４月分（宮城県は３月～５月分）の全
国調査のうち調査員調査部分及び地方調査につい
て、知事の判断により中止。 
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区分 

類 型 

基幹統計調査名 

（府省名） 

調査対象 

(調査周期)
措置のポイント 

調 査 対
象・項目の
限定(一部
除外・中
止)  

医療施設調査（厚

生労働省） 
事業所(月、

３年) 

➢静態調査では、宮城県における一部地域の病院及び
診療所については調査項目を限定して実施。福島県
の病院については調査項目を限定するとともに県
が電話で聞き取りを行い記入する方法に変更して
の実施。また、診療所については調査対象から除外
して調査を実施。 

 
調査実施
時期・調査
票提出期
限等の延
期 

法人企業統計調
査(財務省) 

企 業 ( 四 半
期、半年) 

➢四半期別調査（平成23年１月～３月期分）について
は、３県（岩手県、宮城県及び福島県）、青森県の
一部及び茨城県の一部１千社程度において、調査票
の発送を６月初旬まで延期。 

➢年次別調査（平成22年度）については、金融庁が震
災による場合の有価証券報告書の提出期限を延長
したことを受け、関係省令等の整備を行い、震災に
よる場合の下期調査の調査票提出期限を９月末に
延期。 

 

学校基本調査（文
部科学省） 

学校、教育委
員会(年) 

➢３県（岩手県、宮城県及び福島県）の初等中等教育
機関においては、「学校調査」、「学校通信教育調査」、
「不就学学齢児童生徒調査」及び「卒業後の状況調
査」の回答期限を10月まで延期。 

 

賃金構造基本統
計調査（厚生労働
省） 

事業所（年） ➢３県（岩手県、宮城県及び福島県）については、各
労働局長から厚生労働省への提出期限を９月12日
まで延期（通常は８月20日）。 

 

経済産業省企業
活動基本調査(経
済産業省) 

企業(年) ➢平成23年調査について、災害救助法の適用市町村に
本社がある企業については、発送を１か月遅らせ、
調査票を送付してもよいか個別に確認をした上で、
調査票を送付。 

 

集計・推計
の方法や、
公 表 時
期・期日等
の変更 

国勢調査(総務
省) 

世帯(５年) ➢３県（岩手県、宮城県及び福島県）においては、町
丁・字等別の男女・年齢別人口及び産業別就業者等
について、確報に先立ち概数の集計を実施し、総務
省統計局ホームページに掲載する（平成23年５月31
日、６月２日、６月24日、７月12日）とともに、当
該地方公共団体に提供。 

➢３県（岩手県、宮城県及び福島県）においては、人
口等基本集計結果を前倒しして平成23年７月27日
に公表。 

経済センサス-基
礎調査(総務省) 

事業所、企業
(５年) 

➢６県（青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、
千葉県）について、調査区及び町丁・大字別集計結
果を前倒しして平成23年６月15日に公表。 

 

労働力調査（総務
省） 

個人、世帯
(月) 

➢調査結果については、３県（岩手県、宮城県及び福
島県）を除外した全国集計結果のほか、同様の措置
を講じた平成21年１月分までの遡及集計結果を公
表。 

➢なお、除外した３県に係る補完的な推計を行い、そ
れを基に参考値として全国結果を算出。 

就業構造基本調
査（総務省） 

世帯（５年） ➢３県（岩手県、宮城県及び福島県）における「東日
本大震災の仕事への影響に関する結果（速報）」を
前倒しして平成25年３月８日に公表。 

140



区分 

類 型 

基幹統計調査名 

（府省名） 

調査対象 

(調査周期)
措置のポイント 

集計・推計
の方法や、
公 表 時
期・期日等
の変更（つ
づき） 

家計調査(総務
省) 

世帯(月) ➢平成23年３月調査以降、県・市町村・調査区単位に
除外地域を予め決定するのではなく、可能な範囲で
調査を実施し、調査票の取集が困難な場合は集計か
ら除外する方針を公表（4/21）。 

➢平成23年３月分以降の調査結果については、東北地
方で調査票を回収できた世帯の結果で補完推計し
た全国結果を公表。 

➢平成23年３月分について、一部の地域で調査票が追
加で回収できたことに伴い、６月分公表と同時に遡
及改定（7/29）。 

➢平成24年１月調査より調査の実施が困難になって
いた岩手県大槌町から同県遠野市に調査市町村を
変更、これにより回収不能地域はなくなり、通常ど
おりの調査・集計・公表となった（3/2）。 

小売物価統計調
査(総務省) 

事業所及び
世帯(月、旬
別) 

➢全国平成23年３月分調査（4/28公表）については、
４県（岩手県、宮城県、福島県及び茨城県）の一部
において調査に支障が生じたため、把握した価格の
単純算術平均を都市別価格として表章し、調査精度
を維持しつつ公表。 

➢全国平成23年４月分調査については、平成23年５月
27日に通常どおり公表。 

➢全国平成23年４月分調査公表（5/27）に先立ち、東
日本大震災による小売価格への影響の早期把握を
目的に東日本地域の小売価格に関する速報値を公
表（4/28、5/11）。 

個人企業統計調
査（総務省） 

企 業 ( 四 半
期、年) 

➢３県（岩手県、宮城県及び福島県）においては、平
成23年１～３月期動向調査票及び平成22年構造調
査票の回収並びに平成23年４～６月期動向調査票
の配布が困難な状況であったため、１～３月期動向
編（5/26公表）、４～６月期動向編（8/25公表）及
び平成22年構造編（7/12公表）について、全国結果
への影響が軽微なことから、３県を除く全国の結果
として公表。 

法人企業統計調
査(財務省) 

企業等(四半
期、半年) 

➢四半期別調査（平成23年１月～３月期分）について
は、３県（岩手県、宮城県及び福島県）、青森県の
一部及び茨城県の一部１千社程度において、調査票
の発送を６月初旬まで見合わせることとし、これら
については全国平均値を基に補完したうえで集計
した計数を速報値として６月２日に公表。その後、
関係省令等の整備を行い６月末までに提出された
調査票を追加の上、再集計し、７月29日に確報値と
して公表（昨年は１～３月分を平成22年６月３日公
表）。 

➢年次別調査（平成22年度）については、下期調査の
公表時期を10月31日とした。 

毎月勤労統計調
査(厚生労働省) 

事業所(月、
年) 

➢３県（岩手県、宮城県及び福島県）においては、知
事の判断により平成23年３～４月分（宮城県は平成
23年３～５月分）について、全国調査のうち調査員
調査で行っている部分と地方調査を中止。 

➢上記対応状況や集計結果への影響等を公表。 
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区分 

類 型 

基幹統計調査名 

（府省名） 

調査対象 

(調査周期)
措置のポイント 

集計・推計
の方法や、
公 表 時
期・期日等
の変更（つ
づき） 

人口動態調査(厚
生労働省) 

地方公共団
体(月) 

➢東日本大震災による死亡の状況について特別集計
を行い、結果について取りまとめたものを、平成24
年9月6日に平成23年人口動態統計（確定数）の概況
において公表。 

国民生活基礎調
査（厚生労働省） 
 

個人、世帯
(年、３年) 

➢平成23年は、３県（岩手県、宮城県及び福島県）に
ついては調査を実施しておらず、これら３県分を除
いた数値を平成24年7月5日に公表。 

 

農業経営統計調
査（農林水産省） 

世帯等(年) ➢平成23年の調査結果のうち、一部の統計について
は、２県（宮城県及び福島県）において、農業生産
活動ができなかった一部の調査対象経営体を除外
して集計した。 

 
 

作物統計調査（農
林水産省） 

団体、世帯等
(年) 

➢耕地面積調査については、福島県のうち原子力災害
対策特別措置法により立入りが制限されている区
域における実測調査及び巡回・見積りの実施が困難
なことから、当該区域の前年耕地面積を計上。 

 
 

木材統計調査(農
林水産省) 

事業所(月、
年) 

➢合単板月別調査についても、平成24年４月分から
岩手県を含めた調査・公表を再開（H24.5.25）。 

 
 

海面漁業生産統
計調査(農林水産
省) 

世帯、事業所
等(四半期、
年) 

➢当初公表予定時期に、岩手県、宮城県及び福島県を
除いて公表（H23.5.9）。 

➢宮城県、福島県を含めた第２報を公表（H23.6.24）。
岩手県を含めた全国の結果を公表（H23.11.10）。 

 
 

牛乳乳製品統計
調査(農林水産
省) 

事業所(月、
年) 

➢平成23年２月、３月分については、震災による報告
の遅れ等により、公表を延期（２月分（３月末公表
予定）は４月20日、３月分（４月末公表予定）は５
月９日公表済み）。なお、公表の遅延・公表予定に
ついては事前に公表。 

➢平成23年４月分（５月末公表予定）以降は、通常ど
おり公表。 

 
 

経済産業省生産
動態統計調査(経
済産業省) 

事業所、企業
(月) 

➢平成23年３月分については、被災県を除外せずに通
常どおり公表。被災地の対象事業所に対して、被災
の状況等を電話で確認し、合理的な推計を行うため
に必要な情報を収集。同情報を被災県にも提供。 

➢平成23年４月分以降も、被災県を除外せずに通常ど
おり公表。 

 

経済産業省特定
業種石油等消費
統計(経済産業
省) 

事業所(月、
年) 

➢平成23年３月分については、被災県を除外せずに通
常どおり公表。被災地で調査票の提出ができないと
した事業所は、生産動態統計調査で実施したヒアリ
ングを基に推計。 

➢平成23年４月分以降も、被災県を除外せずに通常ど
おり公表。 
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区分 

類 型 

基幹統計調査名 

（府省名） 

調査対象 

(調査周期)
措置のポイント 

集計・推計
の方法や、
公 表 時
期・期日等
の変更（つ
づき） 

商業動態統計(経
済産業省) 

事業所、企業
(月) 

➢平成23年３月分については、被災県を除外せずに通
常どおり公表。被災地域の事業所から３月分調査票
が未提出だった場合は、日割り推計を行う等、より
実態に近い形で補完。 

➢平成23年４月分以降も、被災県を除外せずに通常ど
おり公表。 

 
 

石油製品需給動
態統計(経済産業
省) 

事業所(月) ➢平成23年３月分については、被災県を除外せずに通
常どおり公表。被災地の対象事業所に対して、被災
の状況等を電話で確認し、合理的な推計を行うため
に必要な情報を収集。 

➢平成23年４月分以降も、被災県を除外せず、通常ど
おり公表。 

ガス事業生産動
態統計調査（経済
産業省） 

事業所（月、
四半期） 

➢平成23年３～５月分調査については、被災地域の調
査客体に督促を行わなかったため、未回収の事業者
分を除いた全国の結果を公表。 

➢平成23年６月分以降については、全調査客体につい
て回収を行い、通常どおり公表。あわせて、３～５
月分についても遡及して回収し、補正版を公表。 

建設工事受注動
態統計調査(国土
交通省) 

企業(月、年) ➢平成23年２月分調査票の取集が遅延したため、速報
の公表は中止、確報は予定どおりに公表（４/11）。

➢平成23年４月分の公表については、宮城県分の取り
まとめが遅延したため、同県分を含まない推計値を
公表（６/10）。 
平成23年５月分の公表時に宮城県分を含んだ4月分
の再集計値を公表(７/11)。 

➢今後は、被災地域の調査客体の状況に十分配慮した
上で通常どおり調査を実施。 

その他（参
考値の公
表等） 

国勢調査(総務
省) 

世帯(５年) ➢３県（岩手県、宮城県及び福島県）においては、町
丁・字等別の男女・年齢別人口及び産業別就業者等
について、確報に先立ち概数の集計を実施し、総務
省統計局ホームページに掲載する（平成23年５月31
日、６月２日、６月24日、７月12日）とともに、当
該地方公共団体に提供。 

➢３県（岩手県、宮城県及び福島県）においては、人
口等基本集計結果を前倒しして平成23年７月27日
に公表。 

➢平成22年調査結果を活用し、浸水地域の人口・世帯
数の統計地図を公表（平成23年４月25日）。 

小売物価統計調
査(総務省) 

事業所及び
世帯(月、旬
別) 

➢全国平成23年３月分調査（4/28公表）については、
４県（岩手県、宮城県、福島県及び茨城県）の一部
において調査に支障が生じたため、把握した価格の
単純算術平均を都市別価格として表章。 

➢全国平成23年４月分調査公表（5/27）に先立ち、東
日本大震災による小売価格への影響の早期把握を
目的に東日本地域の小売価格に関する速報値を公
表（4/28、5/11）。 

科学技術研究調
査(総務省) 

企業等(年) ➢３県（岩手県、宮城県及び福島県）における調査対
象事業所等に対しては、調査票配布時に、電話等に
より調査実施の可否等を確認。 
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区分 

類 型 

基幹統計調査名 

（府省名） 

調査対象 

(調査周期)
措置のポイント 

その他（参
考値の公
表等）（つ
づき） 

経済センサス-基
礎調査(総務省) 
 

事業所、企業
(５年) 

➢６県（青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、
千葉県）について、調査区及び町丁・大字別集計結
果を前倒しして平成23年６月15日に公表。東日本太
平洋岸地域等（青森県、岩手県、宮城県、福島県、
茨城県及び千葉県）に係る特別集計として、以下を
総務省統計局ホームページに掲載。 
・市区町村別産業（大分類・小分類）別事業所数及

び従業者数について平成23年５月11日に掲載（６
月３日確報集計に基づき更新）。 

・市区町村別産業（大分類）別事業所数及び従業者
数－浸水調査区について平成23年５月11日に掲
載（６月15日調査区別集計に基づき更新）。 

経済センサス-活
動調査（総務省、 
経済産業省） 

事業所及び
企業（５年）

➢調査員調査を予定していた単独事業所及び新設事
業所のうち、震災に伴う津波等で甚大な被害を受
け、調査員調査の実施体制を確保できない岩手県、
宮城県及び福島県の一部市町村について、国による
郵送調査に変更。 

工業統計調査（経
済産業省） 

事業所（年） ➢平成24年調査については調査員調査を予定してい
た単独事業所及び新設事業所のうち、震災に伴う津
波等で甚大な被害を受け、調査員調査の実施体制を
確保できない岩手県、宮城県及び福島県の一部市町
村について、国による郵送調査に変更。 

毎月勤労統計調
査(厚生労働省) 

事業所(月、
年) 

➢特別集計（３県（岩手県、宮城県及び福島県）にお
ける労働者の増減状況別事業所割合（５/２、５/18
等）、東日本と北海道・中部・西日本の２区分にお
ける地域別集計（５/31、６/17等））を公表。 

木材統計調査(農
林水産省) 

事業所(月、
年) 

➢合単板月別調査についても、平成24年４月分から岩
手県を含めた調査・公表を再開（H24.5.25）。 

商業動態統計(経
済産業省) 

事業所、企業
(月) 

➢平成23年３月分については、被災県を除外せずに通
常どおり公表。被災地域の事業所から３月分調査票
が未提出だった場合は、日割り推計を行う等、より
実態に近い形で補完。 

➢今後も、被災県を除外せず通常どおり公表。 

自動車輸送統計
調査(国土交通
省) 

自動車(月) ➢各調査の実施にあたっては、電話問い合わせ等によ
り被災地域に調査実施可否について状況を確認す
るなど、被災地域の調査客体の状況に十分配慮した
上で通常どおり調査を実施。 港湾調査(国土交

通省) 
事業所(月、
年) 

内航船舶輸送統
計調査(国土交通
省) 

事業所(月、
年) 

造船造機統計調
査(国土交通省) 

事業所(月、
四半期) 

➢各調査の実施にあたっては、電話問い合わせ等によ
り被災地域に調査実施可否について状況を確認す
るなど、被災地域の調査客体の状況に十分配慮した
上で通常どおり調査を実施。 

鉄道車両等生産
動態統計調査(国
土交通省) 

事業所(月、
四半期) 
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復

興
支
援

対
策

を
進

め
る

上
で

特
に

必
要

と
認

め

る
市

町
村

。
 

た
だ

し
、
福

島
県

に
つ

い
て

は
、
東

京
電

力
福

島
第

１
原

子
力

発
電

所
事

故
の

影

注
８
 

平
成

2
4
年

12
月

３
日

h
t
t
p:

/
/w

w
w.
m
a
f
f.

g
o

.
j
p
/j

/
to

k
ei
/
s
a
ig

a
i

/
p
d
f/

h
is

a
i_
s
a
n
sh

u
t

s
u
_
11

.
pd

f 
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響
に
伴
い

、
平

成
2
3
年

に
お

い
て
警

戒
区

域
等

に
指

定
さ

れ
て

い
る

市
町

村
を

除

く
。
 

経
済

産
業

省
 

震
災

に
係

る
地

域
別

鉱
工

業
指

数
（

平
成

25

年
2月

分
速
報
）

の
試
算

値
 

＊
平

成
2
3
年

8
月

か
ら

毎
月

の
鉱

工
業

指
数

速
報
公
表

に
合

わ
せ
て

提
供

を
継

続
中

 

被
災
地
域

、
被

災
地
域

以
外
 

経
済

産
業

省
生

産
動

態
統

計

調
査
、
鉱

工
業

生
産
指

数
 

H
2
5
.３

.2
9 

（
h
tt

p
:/

/
ww

w
.
me

t
i.

g
o
.
jp

/
st

a
ti
s
t
i
cs

/
t

o
p
p
ag

e
/r

e
po
r
t
/
bu

n
s

e
k
i
/p

d
f/

h
25
/
h
4
a1

3
0

2
e
e
u.
p
df
）

 

津
波
浸
水

地
域

に
所
在

す
る

鉱
工

業
事

業
所

（
59

事
業
所
）

の
生
産

額
試

算
値

 

青
森

県
、

岩
手

県
、

宮
城

県
、

福
島

県
、

茨
城

県
、

千
葉

県
の

6
件

の
沿

岸
部

6
2
市

町
村
 

経
済
産
業

省
生

産
動
態

統
計

調
査

 

H
2
5
.３

.1
4 

（
h
tt

p
:/

/
ww
w
.
m
et

i
.

g
o
.
jp

/
st

a
ti
s
t
i
cs

/
t

o
p
p
ag

e
/r

e
po
r
t
/
bu

n
s

e
k
i
/p

d
f/

h
25
/
h
4
a1

3
0

1
t
n
m.
p
df
）

 

被
災
地
域

に
所

在
す
る

港
か

ら
の

輸
出

状
況

青
森

県
、

岩
手

県
、

宮
城

県
、

福
島

県
、

茨
城

県
 

貿
易
統
計

（
財

務
省

）、
鉱
工

業
生
産
指

数
 

H
2
3
.1
2
.８

 

（
h
tt

p
:/

/
ww
w
.
m
et

i
.

g
o
.
jp

/
st

a
ti
s
t
i
cs

/
t

o
p
p
ag

e
/r

e
po
r
t
/
bu

n
s

e
k
i
/p

d
f/

h
23
/
h
4
a1

1
1

2
j
2
.p
d
f 
）

 

震
災
後
の

個
人

消
費
の

動
向

 
北

海
道

、
東

北
、

関
東

、
中

部
、

近
畿
、

中
国

、
四

国
、

九
州

・
沖

縄
 

家
計
調
査

（
総

務
省

）、
消
費

者
物
価
指

数
（

総
務
省

）、
消

費
動
向
調

査
（

内
閣
府

）、
商

業
動
態
統

計
調

査
、
特
定
サ

ー

ビ
ス
産
業

動
態

統
計
調

査
 

H
2
3
.９

.７
 

（
h
tt

p
:/

/
ww
w
.
m
et

i
.

g
o
.
jp

/
st

a
ti
s
t
i
cs

/
t

o
p
p
ag

e
/r

e
po
r
t
/
bu

n
s

e
k
i
/p

d
f/

h
23
/
h
4
a1

1
0

9
j
2
.p
d
f 
）
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震
災
に
よ

る
被

災
地
域

の
製

造
業

・
商

業
の

経
済
規
模
 

（
事
業
所

数
、

従
業
者

数
、

販
売

額
、

等
）

青
森

県
、

岩
手

県
、

宮
城

県
、

福
島

県
、

茨
城

県
、

栃
木

県
、

千
葉

県
 

工
業

統
計

、
商

業
統

計
 

H
2
3
.
８

.
2
4
 

（
h
tt

p
:/

/
ww
w
.
m
et

i
.

g
o
.
jp

/
st

a
ti
s
t
i
cs

/
t

y
o
/
kh

o
zo

/
si
n
s
a
i_

1
_

k
e
i
za
i
ki
b
o.
p
d
f
 ）

 

震
災
に
係

る
津

波
の
浸

水
地

域
に

立
地

す
る

製
造
業
の

事
業

所
 

（
事
業
所

数
、

従
業
者

数
、

販
売

額
、

等
）

岩
手

県
、

宮
城

県
、

福
島

県
 

工
業

統
計

 
H
2
3
.
８

.
2
4
 

（
h
tt

p
:/

/
ww
w
.
m
et

i
.

g
o
.
jp

/
st

a
ti
s
t
i
cs

/
t

y
o
/
kh

o
zo

/
si
n
s
a
i_

2
_

s
i
n
su

i
ch

i
ki
_
k
o
gy

o
.

p
d
f
 ）

 

東
京
電
力

福
島

第
一
原

発
周

辺
の

警
戒

地

域
、
計
画

的
避

難
区
域

、
緊

急
時

避
難

区
域

に
立
地
す

る
製

造
事
業

所
及

び
商

業
事

業
所

（
事
業
所

数
、

従
業
者

数
、

販
売

額
、

等
）

東
京

電
力

福
島

第
一

原
発

周
辺

の
警

戒

地
域

、
計

画
的

避
難

区
域

、
緊

急
時

避
難

区
域
 

工
業

統
計

、
商

業
統

計
 

H
2
3
.
８

.
2
4
 

（
h
tt

p
:/

/
ww
w
.
m
et

i
.

g
o
.
jp

/
st

a
ti
s
t
i
cs

/
t

y
o
/
kh

o
zo

/
si
n
s
a
i_

3
_

h
i
n
an

c
ik

i
_k
o
g
y
o.

p
d

f
 
）

 

震
災
に
よ

る
大

型
小
売

店
、

コ
ン

ビ
ニ

エ
ン

ス
ス
ト
ア

へ
の

影
響
（

全
国

、
東

北
）

 

全
国

、
東

北
地

方
 

商
業

動
態

統
計

調
査

 
H
2
4
.４

.2
7 

（
h
tt

p
:/

/
ww
w
.
m
et

i
.

g
o
.
jp

/
st

a
ti
s
t
i
cs

/
t

y
o
/
sy

o
ud

o
u/
r
e
s
ul

t
/

p
d
f
/h

2
ss

_
to
p
i
c
24

0
3

.
p
d
f）

 

震
災
に
よ

る
広

告
業
へ

の
影

響
 

全
国

 
特

定
サ
ー

ビ
ス

産
業
動

態
統

計
調
査
 

H
2
4
.５

.1
6 

（
h
tt

p
:/

/
ww
w
.
m
et

i
.

g
o
.
jp

/
st

a
ti
s
t
i
cs

/
t

y
o
/
to

k
us

a
bi
d
o
/
ad

v
e

r
t
i
se
m
en
t
.p
d
f
）

 

震
災

に
よ

る
物

品
賃

貸
（

レ
ン

タ
ル

）
へ

の
全

国
 

特
定

サ
ー

ビ
ス

産
業

動
態

統
H
2
4
.５

.1
6 
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影
響
 

計
調

査
 

（
h
tt
p
:/
/
ww
w
.
m
et
i
.

g
o
.
jp

/
st

a
ti
s
t
i
cs

/
t

y
o
/
to

k
us

a
bi
d
o
/
re

n
t

a
l
.
pd
f）

 

震
災
に
よ

る
遊

園
地
・

テ
ー

マ
パ

ー
ク

へ
の

影
響
 

東
日

本
・

西
日

本
 

特
定
サ
ー

ビ
ス

産
業
動

態
統

計
調
査
 

H
2
4
.５

.1
6 

（
h
tt

p
:/

/
ww
w
.
m
et

i
.

g
o
.
jp

/
st

a
ti
s
t
i
cs

/
t

y
o
/
to

k
us

a
bi
d
o
/
th

e
m

e
p
a
rk
.
pd
f）

 

海
外
現
地

法
人

の
動
向

（
震

災
前

と
そ

の
後

の
比
較
）
 

海
外

（
海

外
の

現
地

法
人

）
 

海
外

現
地

法
人

四
半

期
調

査
 

H
2
3
.９

.2
6 

（
h
tt

p
:/

/
ww
w
.
m
et

i
.

g
o
.
jp

/
st

a
ti
s
t
i
cs

/
t

y
o
/
ge

n
nt

i
ho
u
/
r
es

u
l

t
-
1
/h

2
3/

p
df
/
h
2
c3

l
1

a
j
.
pd
f
 ）

 

注
１
）
総
務
省
で
整
備
す
る
「
社
会
・
人
口
統
計
体
系
（
統
計
で
み
る
都
道
府
県
・
市
区
町
村
）」

と
消
防
庁
等
の
関
係
機
関
に
お
い
て
公
表
さ
れ
て
い
る
被
災
状
況
等
の
デ
ー
タ
を
整
理
し
た
デ
ー
タ
集
を
作

成
。

 

注
２
）
人
工
衛
星
画
像
を
基
に
、
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
の
浸
水
範
囲
概
況
図
（
国
土
地
理
院
）
等
の
資
料
を
活
用
し
な
が
ら
目
視
判
断
に
よ
り
、
農
地
が
流
失
又
は
冠
水
し
た
と
思
わ
れ
る
農
地
を
推
定
し
て

求
積
。
 

注
３
）
農
林
水
産
省
地
方
支
分
部
局
の
職
員
が
、
関
係
者

か
ら
の
情
報
収
集
結
果
を
基
に
2
0
1
0
年
世
界
農
林
業
セ
ン
サ
ス
結
果
に
乗
じ
て
集
計
。
 

注
４
）
農
林
水
産
省
地
方
支
分
部
局
の
職
員
が
、
関
係
者

か
ら
の
情
報
収
集
結
果
を
基
に
2
0
0
8
年
漁
業
セ
ン
サ
ス
結
果
に
乗
じ
て
集
計
。
 

注
５
）
被
災
県
の
主
要
な
農
林
水
産
統
計
デ
ー
タ
を
集
約
す
る
と
と
も
に
、
地
震
・
津
波
の
規

模
・
被
害
状
況

、
農
林
水
産
業
被
害
の
規
模
、
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
の
影
響
、
農
業
・
漁

業
経

営
体
の
被
災
・
経
営
再
開
状
況
な
ど
も
含
め
、
東
日

本
大
震
災
に
関
し
て
農
林
水
産
業
の
状
況
を
概
括
。
 

注
６
）
農
林
水
産
省
地
方
支
分
部
局
の
職
員
が
、
平
成
2
4
年
３
月
1
1
日
時
点
に
お
け
る
被
災
農
地
の
復
旧
完
了
面
積
を
関
係
機
関
か
ら
の
情
報
収
集
を
基
に
現
地
確
認
し
て
把
握
。
 

注
７
）
上
記
の
統
計
情
報
を
用
い
た
情
報
提
供
以
外
に
も

各
府
省
は
行
政
記
録
を
用
い
て
、
被
災
状
況
の
把
握
等
に
つ
い
て
の
情
報
提
供
を
行
っ
て
い
る
。
 

注
８
）
農
林
水
産

省
が
地
方
支
分
部
局
を
通
じ
て
実
施
す
る
農
畜
産
物
生
産
量
統
計
、
農
業
物
価
統
計
調
査
、
卸
売
市
場
統
計
等
の

結
果
及
び
市
町
村
農
業
団
体
等
か
ら
の
情
報
収
集
に
よ
っ
て
把
握
し
た
個
別
農

産
物
の
生
産
量
及
び
価
格
か
ら
算
出
。
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統計の作成等 名簿作成
　内閣府 1 1 0

消費動向調査 1 1 0
　総務省 46 42 4

国勢調査（※） 12 12 0
家計調査（※） 6 6 0
住宅・土地統計調査（※） 2 2 0
労働力調査（※） 4 4 0
経済センサス‐基礎調査（事業所・企業統計）（※） 13 9 4
経済センサス‐活動調査（※） 1 1 0
全国消費実態調査（※） 3 3 0
小売物価統計調査（※） 1 1 0
社会生活基本調査（※） 1 1 0
科学技術研究調査（※） 3 3 0

　財務省 6 5 1
法人企業統計調査（※） 6 5 1

　文部科学省 109 98 11
学校基本調査（※） 84 75 9
学校教員統計調査（※） 6 6 0
社会教育調査（※） 3 2 1
学校保健統計調査（※） 1 1 0
学校における教育の情報化の実態等に関する調査 8 7 1
児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査 3 3 0
地方教育費調査 2 2 0
子どもの学習費調査 1 1 0
大学等におけるフルタイム換算データに関する調査 1 1 0

　厚生労働省 205 195 10
医療施設調査（※） 14 11 3
患者調査（※） 13 13 0
国民生活基礎調査（※） 31 31 0
人口動態調査（※） 21 20 1
毎月勤労統計調査（※） 2 2 0
賃金構造基本統計（※） 7 7 0
21世紀出生児縦断調査 10 10 0
21世紀成年者縦断調査 15 15 0
中高年者縦断調査 3 3 0
介護サービス施設・事業所調査 13 10 3
介護給付費実態調査 17 17 0
公的年金加入状況等調査 1 1 0
雇用均等基本調査 3 3 0
雇用動向調査 6 6 0
社会医療診療行為別調査 3 3 0
社会福祉施設等調査 9 7 2
就業形態の多様化に関する総合実態調査 1 1 0
就労条件総合調査 2 2 0
出生動向基本調査 14 14 0
受療行動調査 1 1 0
人口移動調査 4 4 0
世帯動態調査 5 5 0
能力開発基本調査 1 1 0
病院報告 4 3 1
福祉行政報告例 2 2 0
医師・歯科医師・薬剤師調査 3 3 0

資料17　　法第32条に基づく調査票情報の二次利用　実績（平成24年度）

区分 利用件数
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　農林水産省 82 77 5
農林業センサス（※） 36 34 2
漁業センサス（※） 3 0 3
農業経営統計調査（※） 20 20 0
食品循環資源の再生利用等実態調査（※） 1 1 0
集落営農実態調査 10 10 0
新規就農者調査 4 4 0
なたね、そば等生産費調査 1 1 0
農業物価統計 1 1 0
木材流通統計調査 1 1 0
集落営農活動実態調査 1 1 0
農業・農村の６次産業化総合調査 1 1 0
農業構造動態調査 3 3 0

　経済産業省 129 106 23
ガス事業生産動態統計調査（※） 1 1 0
経済産業省生産動態統計調査（※） 31 31 0
経済産業省企業活動基本調査（※） 27 21 6
経済産業省特定業種石油等消費統計（※） 5 4 1
工業統計調査（※） 20 13 7
商業統計調査（※） 7 2 5
商業動態統計調査（※） 3 3 0
特定サービス産業実態調査（※） 3 1 2
本邦鉱業のすう勢調査（※） 1 1 0
海外現地法人四半期調査 1 1 0
海外事業活動基本調査 14 14 0
外資系企業動向調査 1 1 0
中小企業実態基本調査 10 9 1
知的財産活動調査 2 2 0
特定サービス産業動態統計調査 2 1 1
情報処理実態調査 1 1 0

　国土交通省 47 41 6
建設工事受注動態統計調査（※） 2 0 2
建設工事施工統計調査（※） 2 1 1
建築着工統計調査（※） 5 4 1
法人土地基本調査（※） 2 2 0
自動車輸送統計調査（※） 1 1 0
鉄道車両等生産動態統計調査（※） 1 0 1
建設資材・労働力需要実態調査 1 0 1
住生活総合調査 1 1 0
全国貨物純流動調査 6 6 0
京阪神都市圏物資流動調査 1 1 0
全国都市交通特性調査 3 3 0
大都市交通センサス 2 2 0
東京都市圏パーソントリップ調査 4 4 0
中京都市圏パーソントリップ調査 2 2 0
京阪神都市圏パーソントリップ調査 3 3 0
パーソントリップ調査 7 7 0
観光地域経済調査 1 1 0
訪日外国人消費動向調査 2 2 0
旅行・観光消費動向調査 1 1 0

合　計 625 565 60

注）　調査名の末尾に「（※）」を付した統計調査は、基幹統計調査（統廃合されたものを含む。）であることを示す。
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資料18　法第33条に基づく調査票情報の提供　実績（平成24年度）

統計の作成
等

名簿作成 公的機関
（１号）

調査研究（２
号）

特別な事由
（３号）

総務省 361 236 125 35 3 32 0
国勢調査（※） 50 50 0 2 1 1 0
住宅・土地統計調査（※） 17 17 0 2 1 1 0
労働力調査（※） 50 50 0 4 0 4 0
小売物価統計調査（※） 34 34 0 0 0 0 0
家計調査（※） 8 8 0 4 0 4 0
個人企業経済調査（※） 2 2 0 0 0 0 0
科学技術研究調査（※） 7 4 3 0 0 0 0
就業構造基本調査（※） 5 5 0 5 1 4 0
全国消費実態調査（※） 8 8 0 6 0 6 0
社会生活基本調査（※） 5 5 0 2 0 2 0
経済センサス‐基礎調査（事業所・企業統計調査を含む）（※） 169 48 121 8 0 8 0
経済センサス‐活動調査（※） 5 5 0 0 0 0 0
単身世帯収支調査 0 0 0 1 0 1 0
貯蓄動向調査 0 0 0 1 0 1 0

産業連関構造調査（企業の管理活動等に関する実態調査） 1 0 1 0 0 0 0

財務省 9 8 1 2 0 2 0
法人企業統計（※） 9 8 1 2 0 2 0

文部科学省 224 221 3 2 1 1 0
学校基本調査（※） 211 210 1 1 0 1 0
学校保健統計調査（※） 2 2 0 0 0 0 0
社会教育調査（※） 7 5 2 0 0 0 0
学校教員統計調査（※） 1 1 0 0 0 0 0
全国イノベーション調査 0 0 0 1 1 0 0
体育・スポーツ施設現況調査 1 1 0 0 0 0 0
体力・運動能力調査 2 2 0 0 0 0 0

厚生労働省 1,228 1,225 3 110 1 106 3
人口動態調査（※） 805 805 0 32 1 28 3
薬事工業生産動態統計（※） 38 38 0 0 0 0 0
医療施設調査（※） 96 96 0 6 0 6 0
患者調査（※） 68 68 0 5 0 5 0
賃金構造基本統計調査（※） 51 51 0 4 0 4 0
国民生活基礎調査（※） 12 11 1 14 0 14 0
21世紀出生児縦断調査 0 0 0 5 0 5 0
21世紀成年者縦断調査 0 0 0 8 0 8 0
医師・歯科医師・薬剤師調査 3 3 0 4 0 4 0
衛生行政報告例 0 0 0 1 0 1 0
医療給付実態調査 1 1 0 0 0 0 0
介護サービス施設・事業所調査 19 19 0 1 0 1 0
介護給付費実態調査 1 1 0 0 0 0 0
国民健康・栄養調査 36 36 0 14 0 14 0
雇用動向調査 1 1 0 2 0 2 0
社会医療診療行為別調査 1 1 0 0 0 0 0
社会福祉施設等調査 17 17 0 0 0 0 0
社会保障生計調査 0 0 0 1 0 1 0
就業形態の多様化に関する総合実態調査 1 1 0 0 0 0 0
受療行動調査 0 0 0 1 0 1 0
循環器疾患基礎調査 0 0 0 2 0 2 0
障害者雇用実態調査 1 1 0 0 0 0 0
地域保健・健康増進事業報告 23 23 0 0 0 0 0
中高年者縦断調査 0 0 0 4 0 4 0
能力開発基本調査 0 0 0 1 0 1 0
病院報告 49 49 0 2 0 2 0
福祉行政報告例 0 0 0 1 0 1 0
労使関係総合調査（労働組合基礎調査） 5 3 2 0 0 0 0
乳幼児身体発育調査 0 0 0 1 0 1 0

農林水産省 16 15 1 5 0 5 0
農林業センサス（農業センサスを含む）（※） 3 2 1 1 0 1 0
漁業センサス（※） 1 1 0 0 0 0 0
牛乳乳製品統計調査（※） 2 2 0 0 0 0 0
米生産費統計調査（※） 1 1 0 0 0 0 0
農業経営統計調査（農家経済調査を含む）（※） 4 4 0 2 0 2 0
漁業経営統計調査 0 0 0 1 0 1 0
なたね、そば等生産費調査 1 1 0 0 0 0 0
農業組織経営体経営調査 1 1 0 1 0 1 0
林業経営統計調査 1 1 0 0 0 0 0
内水面漁業生産統計 2 2 0 0 0 0 0

区分
33条第１号 33条第２号
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統計の作成
等

名簿作成 公的機関
（１号）

調査研究（２
号）

特別な事由
（３号）

区分
33条第１号 33条第２号

経済産業省 526 411 115 5 0 5 0
工業統計調査（※） 288 187 101 0 0 0 0
経済産業省生産動態統計調査（※） 54 53 1 0 0 0 0
経済センサス-活動調査（※） 48 48 0 0 0 0 0
商業統計調査（※） 21 15 6 0 0 0 0
商業動態統計調査（※） 4 4 0 0 0 0 0
特定サービス産業実態調査（※） 3 1 2 0 0 0 0
経済産業省特定業種石油等消費動態統計調査（※） 1 1 0 0 0 0 0
経済産業省企業活動基本調査（※） 26 26 0 4 0 4 0
商品流通調査 4 0 4 0 0 0 0
情報処理実態調査 2 1 1 0 0 0 0
中小企業実態基本調査 1 1 0 0 0 0 0
特定サービス産業動態統計調査 7 7 0 0 0 0 0
海外事業活動基本調査 12 12 0 1 0 1 0
工場立地動向調査 55 55 0 0 0 0 0

国土交通省 114 114 0 10 3 3 4
建築着工統計調査（※） 3 3 0 0 0 0 0
自動車輸送統計調査（※） 1 1 0 0 0 0 0
内航船舶輸送統計調査（※） 1 1 0 0 0 0 0
法人建物調査 1 1 0 0 0 0 0
住生活総合調査 3 3 0 0 0 0 0
自動車燃料消費量調査 1 1 0 0 0 0 0
全国貨物純流動調査 8 8 0 2 1 1 0
全国都市交通特性調査（全国都市パーソントリップ調査を含む） 5 5 0 1 0 1 0
大都市交通センサス 10 10 0 2 2 0 0
東京都市圏パーソントリップ調査 11 11 0 1 0 1 0
中京都市圏パーソントリップ調査 9 9 0 0 0 0 0
京阪神都市圏パーソントリップ調査 12 12 0 3 0 0 3
パーソントリップ調査 9 9 0 1 0 0 1
宿泊旅行統計調査 31 31 0 0 0 0 0
旅行・観光消費動向調査 1 1 0 0 0 0 0
観光地域経済調査 1 1 0 0 0 0 0
訪日外国人消費動向調査 7 7 0 0 0 0 0

合　計 2,478 2,230 248 169 8 154 7
（参考）　内訳（提供先）
国 159 131 28 1 0 1 0
地方公共団体 2,198 1,989 209 0 0 0 0
大学 52 51 1 139 6 130 3
独立行政法人等その他 69 59 10 29 2 23 4

注）区分欄の統計調査名の末尾に「（※）」を付した統計調査は、基幹統計調査であることを示す。

　　提供先の属性（国、地方公共団体、大学、独法等その他の別）について、国立大学法人は、「大学」に含まれる。

　　また、機関に所属する者が個人として統計法第33条第2号に基づき調査票情報の提供を受ける場合も所属する機関の分類に含めている。
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（平成25年3月末現在）

（１）オーダーメード集計の利用可能な統計調査

統計調査名 提供対象 統計調査数
年次単位の
提供数

統計調査数
年次単位の
提供数

統計調査数
年次単位の
提供数

統計調査数
年次単位の
提供数

1 5 3 12 3 16 3 19

法人企業景気予測調査
（財務省と共管）

平成16年４－６月期～24年7－9
月期 1 5 1 6 1 7 1 8

企業行動に関するアンケート調査 平成18年度～平成23年度 0 0 1 3 1 5 1 6

消費動向調査 平成19年度～平成23年度 0 0 1 3 1 4 1 5

1 4 8 36 8 52 8 74

国勢調査 平成２年、７年、12年、17年 1 4 1 4 1 4 1 4

労働力調査
平成元年１月～平成23年12月
（月次調査） 0 0 1 20 1 22 1 23

家計消費状況調査
平成14年１月～平成23年12月
（月次調査） 0 0 1 2 1 9 1 10

住宅・土地統計調査 平成５年、10年、15年、20年 0 0 1 2 1 4 1 4

就業構造基本調査 平成４年、９年、14年、19年 0 0 1 2 1 4 1 4

社会生活基本調査 平成３年、８年、13年、18年 0 0 1 1 1 4 1 4

家計調査
平成元年１月～平成23年12月
（月次調査） 0 0 1 4 1 4 1 23

全国消費実態調査 平成16年、21年 0 0 1 1 1 1 1 2

1 5 2 33 2 35 2 37

法人企業景気予測調査
（内閣府と共管）

平成16年４－６月期～24年7－9
月期 1 5 1 6 1 7 1 8

年次別法人企業統計調査 昭和58年度～平成23年度 0 0 1 27 1 28 1 29

1 1 1 2 1 3 1 4

学校基本調査 平成20年度～23年度 1 1 1 2 1 3 1 4

1 1 3 4 5 9 5 14

賃金構造基本統計調査 平成18年～23年 1 1 1 2 1 3 1 6

人口動態調査（出生票、死亡票） 平成19年～21年 0 0 1 1 1 2 1 3

毎月勤労統計調査（特別調査） 平成21年～23年 0 0 1 1 1 2 1 3

医療施設（静態）調査 平成20年 0 0 0 0 1 1 1 1

患者調査 平成20年 0 0 0 0 1 1 1 1

2 3 3 5 3 6 4 7

農林業センサス 平成17年、22年 1 1 1 1 1 2 1 2

漁業センサス 平成15年、20年 1 2 1 2 1 2 1 2

海面漁業生産統計調査 平成19年～20年 0 0 1 2 1 2 1 2

木材統計調査（月別・製材統計調査） 平成23年 0 0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 1 3 1 4

経済産業省企業活動基本調査
平成20年度調査～23年度調査
（19年度実績～22年度実績） 0 0 0 0 1 3 1 4

0 0 1 1 1 2 1 4

建築着工統計調査
平成21年4月～平成24年3月
（月次調査） 0 0 1 1 1 2 1 4

6 14 20 87 23 119 24 155

1 5 1 6 1 7 1 8

短観（全国企業短期経済観測調査）
平成16年3月調査から平成24年6
月調査までの各調査回 1 5 1 6 1 7 1 8

計

注）共管調査（複数の府省が共同で行う調査）については、共管の府省にそれぞれ計上しているため、各府省ごとの件数と合計は一致しない。

経済産業省

国土交通省

(参考)

日本銀行

厚生労働省

資料19　オーダーメード集計及び匿名データの利用可能な統計調査

文部科学省

平成21年度 平成24年度

農林水産省

平成23年度平成22年度
府省名

内閣府

総務省

財務省
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（２）　匿名データの利用可能な統計調査

統計調査名 提供対象 統計調査数
年次単位の
提供数

統計調査数
年次単位の
提供数

統計調査数
年次単位の
提供数

統計調査数
年次単位の
提供数

4 13 4 13 5 33 5 34

全国消費実態調査 平成元年、６年、11年、16年 1 4 1 4 1 4 1 4

社会生活基本調査 平成３年、８年、13年、18年 1 3 1 3 1 4 1 4

就業構造基本調査 平成４年、９年、14年 1 3 1 3 1 3 1 3

住宅・土地統計調査 平成５年、10年、15年 1 3 1 3 1 3 1 3

労働力調査
平成元年１月～平成20年12月
（月次調査） 0 0 0 0 1 19 1 20

0 0 0 0 1 1 1 2

国民生活基礎調査 平成13年、16年 0 0 0 0 1 1 1 2

4 13 4 13 6 34 6 36計

府省名
平成22年度

総務省

厚生労働省

平成21年度 平成23年度 平成24年度
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（平成24年度末現在）

（１）オーダーメード集計の提供実績

21年度 22年度 23年度 24年度 累　計

　　　（小計） 0 1 0 1 2

法人企業景気予測調査（財務省と共管） 0 1 0 0 1

企業行動に関するアンケート調査 0 0 0 0

消費動向調査 0 0 1 1

　　　（小計） 4 9 9 16 38

国勢調査 4 8 2 8 22

労働力調査 1 0 3 4

家計消費状況調査 0 0 0 0

住宅・土地統計調査 0 4 3 7

就業構造基本調査 0 0 1 1

社会生活基本調査 0 1 0 1

家計調査 0 1 1 2

全国消費実態調査 0 1 1 2

　　　（小計） 0 1 0 0 1

法人企業景気予測調査（内閣府と共管） 0 1 0 0 1

年次別法人企業統計調査 0 0 0 0

　　　（小計） 0 1 0 0 1

学校基本調査 0 1 0 0 1

　　　（小計） 0 0 1 3 4

賃金構造基本統計調査 0 0 0 1 1

人口動態調査 0 1 1 2

毎月勤労統計調査（特別調査） 0 0 0 0

医療施設（静態）調査 0 0 0

患者調査 0 1 1

　　　（小計） 0 0 0 0 0

農林業センサス 0 0 0 0 0

漁業センサス 0 0 0 0 0

海面漁業生産統計調査 0 0 0 0

木材統計調査（月別・製材統計調査） 0 0

　　　（小計） 0 0 0 0

経済産業省企業活動基本調査 0 0 0

　　　（小計） 1 0 0 1

建築着工統計調査 1 0 0 1

4 12 10 19 45

21年度 22年度 23年度 24年度 累　計

合　計 4 12 10 21 47

0 0 0 0 0

短観（全国企業短期経済観測調査） 0 0 0 0 0

（参考）統計調査ごとに計上した場合の提供件数の合計

提供件数　（統計調査ごとに計上した場合）

農林水産省

(参考)
日本銀行

合　　計
注）・　利用目的は全て学術研究目的である。
　   ・　平成22年度については、共管調査（複数の府省が共同で行う調査）の提供実績が１件（法人企業景気予測調査（内閣府及び財務省））あり、共管の府省にそれぞれ計上
　　　しているため、各府省の小計欄の合計と合計欄の数字は一致しない。
　   ・　平成24年度については、１件の提供で複数の統計調査に係る匿名データの提供を行ったもの（国勢調査（総務省）、労働力調査（総務省）及び賃金構造基本統計調査
        （厚生労働省））がある。このため、１）総務省の各統計調査の提供件数の合計と小計欄の数字は一致せず、２）各府省の小計欄の合計と合計欄の数字は一致しない。

資料20　オーダーメード集計及び匿名データの提供(実績)

内閣府

総務省

提供件数
統計調査名府省名

文部科学省

財務省

厚生労働省

経済産業省

国土交通省
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（２）匿名データの提供実績

21年度 22年度 23年度 24年度 累　計

　　　（小計） 20 38 31 27 116

学術研究目的 18 36 28 24 106

高等教育目的 2 2 3 3 10

　（参考）統計調査ごとに計上した場合の小計 23 42 36 30 131
学術研究目的 19 40 31 26 116

高等教育目的 4 2 5 4 15

全国消費実態調査 6 17 12 13 48

学術研究目的 5 17 10 11 43

高等教育目的 1 0 2 2 5

社会生活基本調査 10 9 16 11 46

学術研究目的 9 9 15 11 44

高等教育目的 1 0 1 0 2

就業構造基本調査 7 10 7 5 29

学術研究目的 5 8 6 3 22

高等教育目的 2 2 1 2 7

住宅・土地統計調査 0 6 1 1 8

学術研究目的 0 6 0 1 7

高等教育目的 0 0 1 0 1

労働力調査 0 0 0

学術研究目的 0 0 0
高等教育目的 0 0 0

　　　（小計） 2 5 7

学術研究目的 2 5 7

高等教育目的 0 0 0

国民生活基礎調査 2 5 7

学術研究目的 2 5 7
高等教育目的 0 0 0

20 38 33 32 123

学術研究目的 18 36 30 29 113

高等教育目的 2 2 3 3 10

21年度 22年度 23年度 24年度 累　計

合　計 23 42 38 35 138
学術研究目的 19 40 33 31 123

高等教育目的 4 2 5 4 15

統計調査名

合　計

府省名
提供件数

提供件数　（統計調査ごとに計上した場合）

（参考）統計調査ごとに計上した場合の提供件数の合計

注）　１件の提供で複数の統計調査に係る匿名データの提供を行ったものがあるため、総務省の各統計調査の提供件数の合計と小計欄の数字は一致しない。

総務省

厚生労働省
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資料21 統計委員会委員名簿 

（平成 24 年４月１日～） 

委員長 

委員長代理 

委員 

 

樋口 美雄 

深尾 京司 

縣 公一郎 

安部 由起子 

川本 裕子 

北村 行伸 

西郷  浩 

白波瀬 佐和子 

竹原  功 

椿  広計 

津谷 典子 

中村 洋一 

廣松  毅 

 

慶應義塾大学商学部教授 

一橋大学経済研究所教授 

早稲田大学政治経済学術院教授 

北海道大学大学院経済学研究科教授 

早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授 

一橋大学経済研究所教授 

早稲田大学政治経済学術院教授 

東京大学大学院人文社会系研究科教授 

(株)ニッセイ基礎研究所顧問 

統計数理研究所教授 

慶應義塾大学経済学部教授 

法政大学理工学部教授 

情報セキュリティ大学院大学情報セキュリティ研究科教授

注）役職は平成25年３月末時点 

資料22 統計委員会臨時委員名簿 

部会名            委員名 

平成25年３月31日現在臨時委員は任命されていない。 
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資料 23 統計委員会専門委員名簿 

（平成 24 年４月１日～平成 25 年３月 31 日） 

部会名 委員名 

国民経済計算 

部会 
上記期間の開催なし 

人口・社会統計

部会 

大江 守之 

辻  一郎 

中村  隆 

濵  博文 

宮川 めぐみ 

 

望月 久美子 

慶應義塾大学総合政策学部教授 

東北大学大学院医学系研究科公衆衛生学分野教授 

統計数理研究所教授 

大和ハウス工業株式会社渉外部長 

国家公務員共済組合連合会虎の門病院内分泌代謝科・健康管

理室長 

株式会社東急住生活研究所上席研究員 

産業統計部会 工藤 貴史 

三浦 秀樹 

三木 奈都子 

東京海洋大学海洋科学部准教授 

全国漁業協同組合連合会漁政部次長 

独立行政法人水産大学校水産流通経営学科教授 

サービス統計・

企業統計部会 

中野  豊 

牧野 治世子 

一般財団法人日本不動産研究所研究部長 

牧野不動産鑑定事務所不動産鑑定士 

統計基準部会 上記期間の開催なし 

匿名データ部会 伊藤 伸介 

加藤 久和 

安田  聖 

明海大学経済学部准教授 

明治大学政治経済学部教授 

一橋大学名誉教授 

注１）平成 24 年度（平成 24 年４月１日～平成 25 年３月 31 日）に開催された部会に属さ

れた委員を記載。 

注２）役職は、指名時点 

注３）基本計画部会については、統計委員会専門委員は任命された実績はない。 

 

160



 

回数 開催年月日 審議事項 
第 55 回 平 24.4.20 ・諮問第43号の答申「社会保障費用統計（旧社会保障給付費）の基幹統計 

としての指定について」 

第 56 回 平 24.6.14 ・統計法の施行状況について 

第 57 回 平 24.9.25 ・平成 23 年度統計法施行状況に関する審議結果について 

第 58 回 平 24.10.26 ・専門委員の発令等について 

・諮問第44号「国勢調査に係る匿名データの作成について」 

・諮問第45号「国民生活基礎調査の変更について」 

・諮問第 46 号「法人土地基本調査の変更及び法人土地基本統計の指定の変更（名称及び目的の変

更）について」 

第 59 回 平 24.11.28 ・専門委員の発令等について 

・諮問第47号「住宅・土地統計調査の変更について」 

・諮問第48号「漁業センサスの変更及び漁業センサスの指定の変更（名称の変更）について」 

・部会の審議状況について 

第 60 回 平 24.12.21 ・部会に所属すべき委員の指名について 

・諮問第46号の答申「法人土地基本調査の変更及び法人土地基本統計の指定の変更（名称及び目

的の変更）について」 

・部会の審議状況について 

第 61 回 平 25.1.25 ・諮問第45号の答申「国民生活基礎調査の変更について」 

・諮問第49号「埋蔵鉱量統計の指定の解除について」 

・部会の審議状況について 

第 62 回 平 25.2.15 ・諮問第44号の答申「国勢調査に係る匿名データの作成について」 

・諮問第47号の答申「住宅・土地統計調査の変更について」 

・諮問第 48 号の答申「漁業センサスの変更及び漁業センサスの指定の変更（名称の変更）につい

て」 

第 63 回 平 25.3.28 ・諮問第50号「経済センサス-基礎調査及び商業統計調査の変更について」 

・専門委員の発令等について 

資料 24 統計委員会開催状況（第 55 回～第 63 回） 

161



 
 

資料 25 統計委員会が軽微な事項と認めるもの 

 

「統計委員会が軽微な事項と認めるもの」の取扱いについて 

平 成 ２ １ 年 ３ 月 ９ 日 

統 計 委 員 会 決 定 

 

１（１） 統計法（平成19年法律第53号）第９条第４項における「統計委員会が軽微な事項と認

めるもの」とは、例えば、次に掲げるような場合を指すものとする。 

① 他の法令の制定又は改廃、制度の改正、統計基準の変更等に伴い当然必要とされる事項

の変更 

② 市町村の配置分合等地域の名称の変更に伴う調査地域の変更 

③ ローテーション調査における調査対象又は調査事項の周期的（定期的）変更 

④ 特例的に設定された調査期日を通常の調査期日に戻す変更 

⑤ 調査方法又は集計方法の変更のうち、調査内容や集計内容に与える影響が大きくないも

の 

⑥ 集計結果の公表方法及び公表期日について、統計利用者の利便に資する観点から行う

変更 

⑦ 災害の発生に伴う調査地域からの除外又は調査の延期 

⑧ 実質的な内容変更を伴わない調査要綱（申請事項）の表現ぶりや調査票様式の変更 

⑨ 統計委員会の答申での指摘事項（具体的な措置内容が明確となっているものに限る。）

に従った変更 

 

（２） 上記の例示によっては軽微な事項かどうか判断しがたい場合は、委員長及び関係す

る部会の長が、軽微な事項か否かを判断するものとする。 

 

２ 軽微な事項に該当すると判断された申請案件については、当該申請案件の処理後、委員会が

総務省政策統括官（統計基準担当）から処理結果の報告を受けるものとする。 

 

附 則 

１ この決定は、平成２１年４月１日から施行する。 

２ 平成１９年１０月５日付け統計委員会決定「「統計委員会が軽微な事項と認めるもの」の取

扱いについて」はこの決定の施行をもって廃止する。
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資料26 統計委員会における審議結果への対応状況（国民経済計算の整備と一次統計等と

の連携強化） 

 

意 見 事 項 
国民経済計算の整備と一次統計等との連携強化（年次・四半期推計に関する諸

課題、統計リソースの確保及び配分の在り方並びに有効活用） 

担当府省名 内閣府（経済社会総合研究所国民計算部） 

平
成
二
十
三
年
度
審
議
結
果
に
お
け
る
今
後
の

方
向
性
等
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
考
え
方 

○ 内閣府は、おおむね５年間を計画期間とする現行の第Ⅰ期基本計画期間内に実施する

予定の施策については、引き続き2008SNAへの対応など現行の工程表に掲げる措置を着実

に実施するとともに、現行の基本計画期間終了後に実施する予定の施策については、現

行の基本計画の施策との整合性に十分留意しつつ、社会経済情勢の変化等を反映した新

たな工程表の下で推進することについても検討する必要がある。 

○ また、内閣府は、施策の推進に当たっては、引き続き、オープンシステムへの移行を

視野に入れながら、必要な体制の充実に努めるとともに、より具体的な議論を進める観

点から、基礎統計（一次統計等）を所管する関係府省等との密接かつ円滑な協力関係の

構築に努める必要がある。 

平
成
二
十
四
年
度
に
お
け
る
取
組
実
績 

○ プロジェクトチームごとに、工程表の通り進めている。また、国民経済計算における

一次統計等の課題についても、基本計画で示された各課題に関連した事項について関係

省庁と検討を行った。 

○ 特に2008SNAへの対応、生産側ＱＥ、分配側ＱＥの開発等について、次回基準改定（平

成28年目途）に向けて、有識者を招いた研究会を立ち上げた。 

○ また、平成24年12月には、別途検討を行ってきた代替推計手法を組み合わせながら、

経済産業省から提供を受けた「平成24年経済センサス－活動調査」の数値を活用して製

造業の出荷額、在庫増減額、中間投入額を推計し、平成23年度国民経済計算確報として、

公表した。 

○ 体制の充実については、基本計画の諸課題に対応するため、外部の研究者の協力を得

るとともに、25年度の定員に関しては２名の増員を行った。 

平
成
二
十
五
年
度
以
降
の
対
処
方
針 

○ プロジェクトチームごとに、統計委員会における御議論も踏まえつつ、この工程表に

基づき検討・作業を進めていく。また、2008SNAへの対応等について、引き続き有識者を

招いた研究会を中心に検討を行っていく。 

○ 国民経済計算における一次統計等の課題については、基本計画で示された各課題に関

連した事項について関係省庁とともに検討を進めていく。 
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資料27 統計委員会における審議結果への対応状況（ビジネスレジスター（事業所母集団

データベース）の構築・利活用） 
 

意 見 事 項 ビジネスレジスター（事業所母集団データベース）の構築・利活用 

担当府省名 総務省（統計局） 

平
成
二
十
三
年
度
審
議
結
果
に
お
け
る
今
後
の
方
向
性
等

に
つ
い
て
の
基
本
的
な
考
え
方 

○ 総務省は、平成25年以降に予定されている正式運用に向けて、引き続き関係府省と密接

に連携しながら、以下に掲げる施策を計画的に推進する必要がある。また、施策の推進に

当たっては、関係府省の積極的な協力が必要である。 

（ⅰ）より正確な母集団情報の整備 

・行政記録情報の持つ特性や制約等に留意しながら、企業組織の的確な確認等を効率的・

効果的に実施。 

（ⅱ）各統計調査における共通事業所・企業コードの保持 

・各府省の統計調査結果における共通事業所・企業コードの保持を推進するため、その保

持状況を把握。 

・共通事業所・企業コードが保持されていない統計調査結果については、今後の統計調査

において保持されるよう、所管する府省に必要な調整・サポートを実施。 

（ⅲ）ビジネスレジスター統計の作成・充実 

・ビジネスレジスターの記録情報を活用した統計として、どのような集計が可能かについ

て検討。 

平
成
二
十
四
年
度
に
お
け
る
取
組
実
績 

<全体的事項について> 

○ 事業所母集団データベースシステムの運用試験を実施し、同システムの利用手続等を定

める「事業所母集団データベース運用管理規程」を決定し、平成25年１月より運用を開始。

○ 平成23年３月に策定した「整備方針」に基づき、優先的に記録する統計調査結果や行政

記録情報は、照合した上で統合し、同システムへ順次、データの記録ができるよう所要の

準備を進めている。 

  また、優先的に記録する統計調査結果や行政記録情報により整備した母集団情報の作成

方法を具体的に検討。 

○ 平成24年12月に、総務省政策統括官（統計基準担当）と協力して事業所母集団データベ

ースの活用等に関する検討会議（第５回）を開催し、ビジネスレジスターの整備に向けた

これまでの取組や今後必要となる取組について確認。 

 

<統計調査結果の収録に向けた検討> 

○ 優先的に記録する統計調査結果について、事業所母集団データベースへの記録項目、記

録方法、活用方法などの基本的な考え方を決定。 

○ 総務省は、各府省の統計調査結果における共通事業所コードの保持状況を把握し、調

整・サポートを実施。 
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平
成
二
十
四
年
度
に
お
け
る
取
組
実
績
（
つ
づ
き
）

<行政記録情報の収録に向けた検討> 

○ 労働保険情報、商業・法人登記簿情報に基づく記録スキームを構築するとともに、労働

保険情報に基づく毎月照会を平成24年５月より本格的に開始。 

○ ＥＤＩＮＥＴ情報は、上場企業等の売上高、費用を把握できることを確認し、平成25

年１月以降、順次、データの記録ができるよう所要の準備を進めている。 

 

<より正確な母集団情報の整備に向けた検討> 

○ 毎年度作成する最新の母集団情報について、作成基準日、提供日、提供内容など、母集

団情報の具体的な作成方法に係る基本的な考え方を決定。 

○ 現在活用できる行政記録情報における、「個人経営事業所（特に雇用者のいない事業所）

の新設・廃業・存否」、「企業組織構造の変化（支社事業所の新設・廃業・存否、本支の関

係、企業グループ、合併・分割状況）」について把握の程度を確認。 

平
成
二
十
五
年
度
以
降
の
対
処
方
針 

<より正確な母集団情報の整備に向けた検討> 

○ 毎年度作成する最新の母集団情報について、基本的な考え方に基づく具体的な事務処理

を検討し、平成24年次フレームを作成・提供（速報版を平成25年６月末から提供開始予定、

更新版を平成25年度末に提供開始予定）。 

○ 母集団情報の整備について、現在活用できる行政記録情報では、「個人経営事業所（特

に雇用者のいない事業所）の新設・廃業・存否」、「企業組織構造の変化（支社事業所の新

設・廃業・存否、本支の関係、企業グループ、合併・分割状況）」を十分に把握できない

ため、諸外国の状況を踏まえ、新たな行政記録情報の活用に向けた検討や新たな情報の収

集手法の検討に引き続き取り組むことが必要。 

○ また、最新の母集団情報作成に当たっては、当面記録する統計調査結果等で、母集団情

報集団全体のどの程度の事業所・企業の値を更新することが可能なのか、調査間でデータ

の整合性があるかなど、試行的な作成を通じて、具体的に検証することが必要。 

 

<統計調査結果における共通事業所コードの保持について> 

○ 各府省において、統計調査結果に対して共通事業所コードを保持することは、ビジネス

レジスターの整備・利活用に当たって、必要・不可欠であり、今後とも、共通事業所コー

ドの保持状況及び保持に必要な調整・サポートを必要に応じて実施することが必要。 

 

<ビジネスレジスター統計（事業所母集団データベースを用いた統計）の作成> 

○ 毎年度作成する母集団情報を用いて、どのような集計が可能であるか検討。 
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資料28 統計委員会における審議結果への対応状況（グローバル化の進展に対応した統計

の整備（貿易統計関係）） 
 

意 見 事 項 グローバル化の進展に対応した統計の整備（貿易統計関係） 

担当府省名 財務省 

平
成
二
十
三
年
度
審
議
結
果
に

お
け
る
今
後
の
方
向
性
等
に
つ

い
て
の
基
本
的
な
考
え
方 

○ 財務省は、関係府省や学識経験者等の意見を含め、１年程度をかけて、貿易統計を活

用するに当たっての課題（企業の個別情報の秘密保護の在り方、基幹統計化によっても

たらされるメリット・デメリット等）について具体的に検討する必要がある。 

平
成
二
十
四
年
度
に
お
け
る
取
組
実
績 

【輸出入行動を当該企業の企業特性（外資比率等）と関連付けた新たな統計の作成】 

・ビジネスレジスターが運用開始されたことを踏まえ、ビジネスレジスターの概要・デ

ータ入手方法等を総務省に確認した上で、事業所母集団データベースの収録情報につ

いての確認、貿易統計の集計用データベースにおいて改修が必要な点についての技術

面、予算面での検討を開始した。 

・両データベースの収録情報を接続するにあたり有効であると思われるキーについて

も、技術的に活用可能か検討中である。 

 

【輸出入申告書の貿易形態別の一部の情報（委託加工など）を貿易統計に反映】 

・2008SNAにおいて加工用の財貨の取扱いの変更が求められていることを踏まえ、今後

の対応について内閣府等と協議を行った。この協議を踏まえ、2008SNAにおける加工

用の財貨の取扱いの変更にかかる検討のために関連データを内閣府に提供したとこ

ろであり、今後も、引き続き、提供していく予定。 

 

【貿易統計の基幹統計化】 

・貿易統計の基礎となる輸出入申告については、貿易手続の円滑化の観点から、申告者の負

担軽減を考慮した簡略化への取組が求められているところであり、統計作成の目的で申告

項目の追加等の変更を行うことについて、輸出入者等からの理解を得ることは困難であるこ

とを再確認した。 

・一方、貿易統計の元データとなる輸出入申告書は、関税法で提出が義務付けられてお

り、貿易統計の元データは100％の入手が担保されている。 

・以上を踏まえて検討を行った結果、貿易統計については基幹統計化のメリットを活用

できる状況にはないと考えられることから、現状を維持することが適当との結論を得

た。 

平
成
二
十
五
年
度
以

降
の
対
処
方
針 

○ 事業所母集団データベースと貿易統計の集計用データベースの接続等が可能か否か

について、検討を継続。 
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資料29 統計委員会における審議結果への対応状況（ワークライフバランスの状況を把握

するための関連統計整備） 

 

事 項 名 ワークライフバランスの状況を把握するための関連統計整備 

担当府省名 総務省(統計局)、厚生労働省 

平
成
二
十
三
年
度
審
議
結
果
に
お
け
る
今
後
の

方
向
性
等
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
考
え
方 

○各種統計調査の中で、少子高齢化・ワークライフバランス関係の調査項目数は着実に増

加していることから、今後は、これらの調査結果を踏まえ、関係する各府省の統計調査

における当該項目の全体像を整理した上で、改めて、少子高齢化・ワークライフバラン

スに関して、調査項目の過不足・重複について検討する必要がある。 

平
成
二
十
四
年
度
に
お
け
る
取
組
実
績 

【総務省】 

労働力調査については、「就業希望者の非求職理由」を把握する調査事項の選択肢に新た

に「出産・育児のため」と「看護・介護のため」を新設し、平成25年１月から調査を実施

した。 

就業構造基本調査については、「非求職理由」、「非就業希望」及び「前職の離職理由」を

把握する調査事項の選択肢の「育児のため」を「出産・育児のため」に変更し、また、育

児や介護に関する「ふだんの状況」や「この1年間の制度等の利用状況」を把握する「育児・

介護の状況」を新設し、平成24年10月1日現在で調査を実施した。 

 

【厚生労働省】 

少子高齢化・ワークライフバランスに関する事項については、関係する統計調査におい

て、調査の企画の際に随時検討しているものであり、今後も必要に応じ対応を行う。 

（１）雇用動向調査において、入職者票の「直前の勤め先を辞めた理由」、離職者票の「離

職理由」において「結婚・出産・育児・介護」に関する選択肢を設けている。 

さらに、平成24年度においては、入職者票の「直前の勤め先を辞めた理由」の選択

肢を「結婚」、「出産・育児」及び「介護」に分割し、平成24年上半期分を平成24年12

月に公表した。（離職者票の「離職理由」に関する選択肢においては、従来から「結婚」、

「出産・育児」及び「介護」に分けている。） 
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平
成
二
十
四
年
度
に
お
け
る
取
組
実
績
（
つ
づ
き
） 

（２）厚生労働省が世帯に対して実施しているワークライフバランスに関する調査のうち、

３つの縦断調査において、次のような把握をし、集計を行っている。 

・ 21世紀出生児縦断調査は平成13年より同一対象者を継続して調査しており、主な

調査項目として、就業（母親の就業状況）、出産（母親の出産１年前・出産半年後の

就業状況）、子育て（子育て費用、子育ての負担感）等を把握し、集計を行っている。

・ 21世紀成年者縦断調査は平成14年より同一対象者を継続して調査しており、主な

調査項目として、就業（就業の状況、結婚・出産前後の就業の状況）、結婚（結婚の

状況、結婚意欲）、出産（出生の状況、男女の出生意欲）、子育て（仕事と子育ての

両立支援制度の利用状況）等を把握し、集計を行っている。 

・ 中高年者縦断調査は平成17年より同一対象者を継続して調査しており、主な調査

項目として、就業（就業の状況、仕事への満足感）、介護（介護の状況、介護時間）

等を把握し、集計を行っている。 

上記に加え、世代によるワークライフバランスの変化等をみるため、平成22年度に21世

紀出生児縦断調査、平成24年度に21世紀成年者縦断調査で新たな標本の追加を行い、21世

紀出生児縦断調査については、平成24年12月に公表した。 

 

平
成
二
十
五
年
度
以
降
の
対
処
方
針 

【総務省】 

労働力調査については、新たな調査事項を含む結果表を四半期ごとに公表する予定。 

（平成25年１～３月期分を平成25年５月14日に公表） 

就業構造基本調査については、平成25年７月に公表予定。 

 

【厚生労働省】 

雇用動向調査については、上記の調査事項の変更を含む結果表を平成24年度に引き続き

公表予定。 

21世紀成年者縦断調査については、平成26年3月に公表予定。 
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資料30 統計委員会における審議結果への対応状況（非正規雇用の実態を的確に把握する

ための関係統計整備） 

 

事 項 名 非正規雇用の実態を的確に把握するための関係統計整備 

担当府省名 厚生労働省 

平
成
二
十
三
年
度
審
議
結
果
に
お
け
る
今
後

の
方
向
性
等
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
考
え
方 

【企業活動の変化や働き方の多様化等に対応した労働統計の整備】 

○雇用構造調査を用いて非正規雇用者数を継続的に把握する場合には、時系列的比較が可

能となるよう、調査設計等を固定して実施する必要がある。また、非正規雇用者の実情

把握を安定的に行う観点から、必要に応じて関係統計調査の見直しを行う必要がある。

（厚生労働省） 

 

 

 

 

 

 

 

 

平
成
二
十
四
年
度
に
お
け
る
取
組
実
績

統計委員会基本計画部会の指摘を踏まえ、省内の関係部局と行った非正規雇用に関する

検討の場において、非正規雇用の実情に関して既存調査で把握されている項目について平

成23年度に整理した。これを受けて、既存調査に加え、雇用構造調査（就業形態の多様化

に関する総合実態調査、若年者雇用実態調査、パートタイム労働者総合実態調査等）にお

いて、各調査年のテーマに即した調査事項と、毎年共通の調査事項とに分けて調査するこ

とで対応することとし、平成24年雇用構造調査から対応している。 

平
成
二
十
五
年
度
以
降
の
対
処
方
針 

雇用構造調査について、時系列比較が可能となるよう、今後は調査設計等を固定して実

施する。 
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資料31 統計委員会における審議結果への対応状況（オーダーメード集計、匿名データの

作成及び提供（二次的利用）、調査票情報の提供） 

 

事 項 名 
オーダーメード集計、匿名データの作成及び提供（二次的利用）、調査票情報

の提供 

担当府省名 各府省等、総務省政策統括官（統計基準担当） 

平
成
二
十
三
年
度
審
議
結
果
に
お
け
る
今
後
の 

方
向
性
等
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
考
え
方 

○統計データの二次的利用については、より高度かつ多様な研究分析等を通じ、学術研究や各

種施策に活用されることにより、社会の一層の発展に寄与することが期待されていることか

ら、オーダーメード集計及び匿名データの提供対象調査の拡充を図るとともに、その利用促

進が求められている。 

○このため、各府省は、統計ニーズに係るアンケート等において提供要望が多く、技術的にも

対応可能な統計調査については、オーダーメード集計による提供、匿名データの作成を優先

的に検討するとともに、例えばオーダーメード集計及び匿名データに係る実践的な活用例を

ホームページや学会等で周知するなどして、民間における利用を含め、引き続き二次的利用

の促進を図ることが必要である。 

○また、二次的利用を取り巻く諸課題については、総務省の研究会における検討状況を注視し

ていくこととする。なお、オンサイト利用や教育用擬似ミクロデータの検討に当たっては、

コストやその負担、国民の理解や研究者に対する国民の信頼感にも密接に関係することに留

意が必要である。 

平
成
二
十
四
年
度
に
お
け
る
取
組
実
績 

【総務省】 

(1) オーダーメード集計 

オーダーメード集計については、労働力調査、全国消費実態調査、家計消費状況調査につ

いて、経年に伴う年次の追加を行い、家計調査については経年に伴う年次追加を行うととも

に、対象年次の遡及を行った。 

(2) 匿名データ 

国勢調査の匿名データについては、統計委員会への諮問を行い、「諮問第44号の答申 国勢調

査に係る匿名データの作成について」（平成25年２月15日付け府統委第13号）を得たところ。な

お、提供については、平成25年内を予定。 

労働力調査の匿名データについては、平成20年調査の追加提供を行った。 

 

【文部科学省】 

(1) オーダーメード集計 

オーダーメード集計については、学校基本調査の対象年次の拡大を行った。 

(2)匿名データ 

  実績なし 
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平
成
二
十
四
年
度
に
お
け
る
取
組
実
績
（
つ
づ
き
） 

【厚生労働省】 

(1) オーダーメード集計 

①既に実施の３調査で年次拡大（人口動態調査（出生票、死亡票）、毎月勤労統計調査 

（特別調査票）、賃金構造基本統計調査（個人票））。 

②集計可能なクロス表の次元数を拡大（毎月勤労統計調査（特別調査票））。 

(2) 匿名データ 

平成13年国民生活基礎調査の提供開始。 

 

【農林水産省】 

(1) オーダーメード集計 

年度計画を定め21年度から取組を開始し、24年度は農林業センサス、漁業センサス、海面

漁業生産統計調査及び木材統計調査について対応可能。 

(2) 匿名データ 

23年度に引き続き、農林業センサスの匿名データの作成方法等について、他省庁の先行事

例を参考に検討（匿名化の手法等）。 

【経済産業省】 

(1) オーダーメード集計 

前年度より申請の受付を開始した「経済産業省企業活動基本調査」について、今年度は平

成23年調査（22年度実績）を対象範囲に追加した。 

(2) 匿名データ 

特になし 

【日本銀行】 

(1) オーダーメード集計 

全国企業短期経済観測調査（短観）のオーダーメード集計の募集を実施（受付期間：平成

24年8月１日から9月28日。提供対象時期：平成16年3月調査以降の各調査期）。 

 

【総務省政策統括官（統計基準担当）】 

有識者からなる「統計データの二次的利用促進に関する研究会」を３回開催し、オンサイト

利用に関する仕組みの整備等について検討を進めた。具体的には、平成24年７月に取りまとめ

た「平成23年度報告書」の中で今後の方向性を記載し、10月に試行運用段階のオンサイト利用

施設（大学共同利用機関法人情報・システム研究機構）を見学し、12月及び25年３月の研究会

でオンサイト利用に関する論点整理を進めた。また、擬似ミクロデータについても同研究会で

検討を行った。さらに、ホームページや学会等が開催する研究集会において周知活動を行った。

 

平
成
二
十
五
年
度
以
降
の
対
処
方
針 

【総務省】 

(1) オーダーメード集計 

オーダーメード集計については、引き続き経年に伴う年次追加を行うとともに、昭和分ま

で含めた遡及の拡大を検討。 

(2) 匿名データ 

社会生活基本調査（調査票Ｂ）の匿名データの作成方法の検討を予定。 

 

【文部科学省】 

文部科学省における二次的利用の拡大については、そのニーズや提供実績などを踏まえて検

討していくこととしている。 
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平
成
二
十
五
年
度
以
降
の
対
処
方
針
（
つ
づ
き
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【厚生労働省】 

(1) オーダーメード集計 

利用者の要望等を踏まえながら、実施調査の提供年次拡大を進めていく。 

(2) 匿名データ 

平成16年国民生活基礎調査における匿名データ作成時の諮問答申において「今後の課題」

とされた事項について検討を進めるとともに、利用者の要望等を踏まえながら、提供年次拡

大に向けた取組を行う。 

 

【農林水産省】 

(1) オーダーメード集計 

 25年度中に、農業経営統計調査について対応を予定。既に対応が可能な４調査については、

順次対応可能年次を拡大する。 

(2) 匿名データ 

引き続き、農林業センサスについて匿名化の手法等の検討を進める。 
 

【経済産業省】 

(1) オーダーメード集計 

提供を開始している「経済産業省企業活動基本調査」について、引き続き提供年次を拡大

する予定。 

(2) 匿名データ 

特になし 

 

【日本銀行】 

(1) オーダーメード集計 

平成25年度についても、短観のオーダーメード集計の募集を実施する。 

 

【総務省政策統括官（統計基準担当）】 

引き続き、「統計データの二次的利用促進に関する研究会」において、オンサイト利用に関す

る仕組みの整備等について検討を進めるとともに、ホームページや学会等が開催する研究集会

において周知活動を行う予定。 
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の
国

際
対

応
力

の
向

上
を

図
っ

た
（
４

カ
国

、
延

べ
人

数
：

1
0
人

）
。

○
研

究
協

力
者

（
２

名
）
を

内
閣

府
に

派
遣

。

専
科

「
P
C

を
用

い
た

統
計

入
門

」
１

人
、

「
P
C

を
用

い
た

統
計

分
析

」
１

人
特

別
講

座
「
統

計
解

析
ソ

フ
ト

R
で

学
ぶ

ミ
ク

ロ
デ

ー
タ

利
用

入
門

」
１

人
「
統

計
調

査
基

礎
課

程
＜

基
礎

＞
」
１

人

本
科

1
人

「
統

計
調

査
基

礎
課

程
＜

基
礎

＞
」
４

人
、

「
統

計
調

査
基

礎
課

程
＜

応
用

＞
」
2
8
人

特
別

講
座

「
一

般
職

員
課

程
」
１

人
「
統

計
調

査
基

礎
課

程
＜

基
礎

＞
」
４

人

そ
の

他
、

統
計

部
局

職
員

と
し

て
の

人
材

育
成

に
関

す
る

取
組

○
統

計
研

修
所

に
お

い
て

、
所

管
す

る
統

計
研

修
の

ほ
か

に
、

統
計

局
及

び
統

計
セ

ン
タ

ー
職

員
に

対
し

て
、

標
本

理
論

な
ど

の
専

門
的

知
識

向
上

を
目

的
に

「
統

計
専

門
研

修
」
を

実
施

。
（
週

１
回

で
９

回
実

施
）

○
行

政
官

短
期

在
外

研
究

員
制

度
を

利
用

し
、

イ
ギ

リ
ス

国
家

統
計

局
へ

6
か

月
間

職
員

（
１

人
）
を

派
遣

し
た

。

統
計

基
礎

コ
ー

ス
、

統
計

実
務

コ
ー

ス
、

統
計

活
用

コ
ー

ス
、

統
計

理
論

コ
ー

ス
、

適
宜

企
画

す
る

研
修

延
べ

受
講

者
数

：
1
5
6
人

農
林

水
産

統
計

専
門

職
員

研
修

(統
計

調
査

実
務

コ
ー

ス
(基

本
))

(平
成

2
4
年

６
月

1
8

～
2
2
日

)、
農

林
水

産
統

計
専

門
職

員
研

修
(統

計
調

査
実

務
コ

ー
ス

(応
用

))
(平

成
2
4
年

1
1
月

５
～

９
日

)、
農

林
水

産
統

計
専

門
職

員
研

修
(管

理
者

コ
ー

ス
)(

平
成

2
5
年

１
月

1
6
～

1
8
日

)

延
べ

受
講

者
数

：
1
0
8
人

上
記

研
修

へ
の

大
学

等
外

部
講

師
の

活
用

延
べ

人
数

：
４

人

パ
ソ

コ
ン

に
よ

る
産

業
連

関
分

析
研

修
、

ミ
ク

ロ
経

済
学

基
礎

研
修

、
統

計
基

礎
研

修
、

マ
ク

ロ
経

済
学

基
礎

研
修

、
経

済
分

析
基

礎
研

修
、

経
済

分
析

応
用

研
修

、
業

務
マ

ニ
ュ

ア
ル

作
成

研
修

、
非

常
勤

職
員

向
け

研
修

、
新

人
・
転

入
者

向
け

研
修

　
等

延
べ

受
講

者
数

：
3
7
0
人

上
記

研
修

へ
の

大
学

等
外

部
講

師
の

活
用

延
べ

人
数

：
2
3
人

内
部

者
向

け
セ

ミ
ナ

ー
、

２
コ

ー
ス

延
べ

受
講

者
数

：
5
0
人

総
務

省
統

計
研

修
所

の
研

修
受

講
実

績
専

科
「
国

民
・
県

民
経

済
計

算
」
1
人

、
「
産

業
関

連
分

析
」
1
人

、
「
P
C

を
用

い
た

統
計

分
析

」
１

人
、

「
人

口
推

計
」
１

人
、

「
経

済
予

測
」
１

人
特

別
講

座
「
政

策
と

統
計

」
１

人
統

計
調

査
基

礎
課

程
　

6
人

本
科

1
3
人

、
専

科
(「

調
査

設
計

」
、

「
人

口
推

計
」
、

「
経

済
予

測
」
、

「
P
C

を
用

い
た

統
計

入
門

」
、

「
P
C

を
用

い
た

統
計

分
析

」
、

「
国

民
・
県

民
経

済
計

算
」
、

「
産

業
連

関
分

析
」
)1

3
人

、
特

別
講

座
6
7
人

統
計

部
局

に
お

け
る

統
計

関
係

研
修

・
セ

ミ
ナ

ー
等

の
実

施
状

況
国

内
研

修
：
計

量
経

済
分

析
(入

門
コ

ー
ス

)、
計

量
経

済
分

析
(基

本
コ

ー
ス

)、
国

民
経

済
計

算
(9

3
S

N
A

)入
門

、
E
V

ie
w

s入
門

研
修

(e
ラ

ー
ニ

ン
グ

)①
②

、
S

A
S

シ
ス

テ
ム

研
修

、
S

ta
ta

入
門

研
修

①
②

、
E
vi

e
w

s研
修

（
中

級
）
、

計
量

経
済

分
析

(計
量

経
済

モ
デ

ル
)、

計
量

経
済

分
析

(ミ
ク

ロ
・
デ

ー
タ

分
析

関
係

)、
S

N
A

統
計

研
修

受
講

者
数

1
4
8
名

外
国

人
研

修
：
Ｓ

Ｎ
Ａ

統
計

研
修

（
研

修
所

直
轄

招
聘

）
受

講
者

数
７

名

本
科

、
専

科
（
調

査
設

計
、

人
口

推
計

、
経

済
予

測
、

Ｐ
Ｃ

を
用

い
た

統
計

入
門

(年
４

回
)、

Ｐ
Ｃ

を
用

い
た

統
計

分
析

(年
２

回
)、

国
民

・
県

民
経

済
計

算
(年

２
回

)、
産

業
連

関
分

析
）
、

特
別

講
座

（
中

央
研

修
(６

課
程

)、
通

信
研

修
、

地
方

研
修

）
延

べ
受

講
者

数
：
1
,1

3
3
人

上
記

研
修

へ
の

大
学

等
外

部
講

師
の

活
用

延
べ

人
数

：
9
7
人

参
加

(人
数

)：
IF

C
年

次
大

会
 （

４
人

）
、

公
的

統
計

の
品

質
に

関
す

る
欧

州
会

合
（
１

人
）
、

統
計

関
連

学
会

連
合

大
会

（
５

人
）
、

経
済

統
計

学
会

関
東

支
部

大
会

（
１

人
）
、

第
７

回
日

本
統

計
学

会
春

季
集

会
（
１

人
）

発
表

（
論

文
数

）
：
IF

C
年

次
大

会
（
３

本
）
、

統
計

関
連

学
会

連
合

大
会

(４
本

)、
経

済
統

計
学

会
関

東
支

部
大

会
（
１

本
）

統
計

部
局

職
員

に
よ

る
留

学
制

度
や

自
己

啓
発

等
休

業
制

度
の

活
用

に
よ

る
大

学
及

び
大

学
院

の
講

義
等

の
活

用
実

績

無

統
計

部
局

職
員

に
よ

る
学

会
の

大
会

等
へ

の
参

加
実

績
、

論
文

の
発

表
実

績
参

加
(人

数
)：

日
本

品
質

管
理

学
会

（
２

名
）
、

科
学

技
術

教
育

フ
ォ

ー
ラ

ム
（
２

名
）
、

第
７

回
日

本
統

計
学

会
春

季
集

会
（
２

名
）
、

応
用

統
計

学
会

　
応

用
統

計
学

シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム

Ⅰ
（
２

名
）
、

公
的

統
計

の
ミ

ク
ロ

デ
ー

タ
の

利
用

に
関

す
る

研
究

集
会

（
２

名
）
、

第
3
9
7
回

K
S
P

（
関

西
社

会
心

理
学

研
究

会
）
例

会
（
１

名
）
、

第
２

回
ビ

ッ
ク

デ
ー

タ
と

統
計

学
研

究
集

会
（
１

名
）
、

「
ミ

ク
ロ

デ
ー

タ
か

ら
見

た
日

本
経

済
の

構
造

」
研

究
集

会
（
２

名
）

参
加

（
人

数
）
：
日

本
人

口
学

会
第

6
4
回

大
会

（
1
0
名

）
、

日
本

経
済

学
会

春
季

大
会

（
４

名
）
、

日
本

統
計

学
会

「
統

計
力

シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム

」
（
３

名
）
、

国
際

生
活

時
間

学
会

（
２

名
）
、

2
0
1
2
年

度
統

計
関

連
学

会
連

合
大

会
（
８

名
）
、

経
済

統
計

学
会

第
5
6
回

全
国

研
究

大
会

（
２

名
）
、

日
本

経
済

学
会

秋
季

大
会

（
１

名
）
、

第
2
1
回

地
理

情
報

シ
ス

テ
ム

学
会

学
術

研
究

発
表

大
会

（
２

名
）
、

日
本

統
計

学
会

研
究

集
会

（
１

名
）
、

応
用

統
計

学
シ

ン
ポ

ジ
ウ

ム
（
３

名
）
、

第
7
回

日
本

統
計

学
会

春
季

集
会

（
２

名
）
　

等

発
表

（
論

文
数

）
：
日

本
人

口
学

会
第

6
4
回

大
会

（
４

本
）
、

国
際

生
活

時
間

学
会

（
１

本
）
、

2
0
1
2
年

度
統

計
関

連
学

会
連

合
大

会
（
４

本
）
、

経
済

統
計

学
会

第
5
6
回

全
国

研
究

大
会

（
１

本
）
、

第
7
回

日
本

統
計

学
会

春
季

集
会

（
１

本
）

参
加

(人
数

)：
2
0
1
2
年

度
統

計
関

連
学

会
連

合
大

会
（
６

名
）
、

統
計

数
理

研
究

所
研

究
集

会
（
３

名
）
、

第
2
3
回

日
本

疫
学

会
学

術
総

会
（
１

名
）
、

一
橋

大
学

経
済

研
究

所
附

属
社

会
科

学
統

計
情

報
研

究
セ

ン
タ

ー
研

究
集

会
（
１

名
）
、

社
団

法
人

日
本

品
質

管
理

学
会

が
主

催
す

る
統

計
の

品
質

評
価

に
関

す
る

研
究

会
（
１

名
）

発
表

(論
文

数
）
：
統

計
数

理
研

究
所

研
究

集
会

（
１

本
）
、

第
2
3
回

日
本

疫
学

会
学

術
総

会
（
１

本
）

無

無

無 無 無

派
遣

：
IM

F
1
人

、
O

E
C

D
1
人

、
(経

済
産

業
省

1
人

、
内

閣
府

2
人

)
受

入
：
(経

済
産

業
省

1
人

)

統
計

部
局

の
主

催
す

る
統

計
関

係
の

研
究

会
等

（
検

討
会

、
懇

談
会

等
を

含
む

。
）

へ
の

外
部

有
識

者
の

活
用

実
績

①
対

象
と

な
る

研
究

会
等

の
数

②
参

加
し

て
い

る
外

部
有

識
者

数
（
延

べ
人

数
）
（
括

弧
内

う
ち

統
計

委
員

会
委

員
又

は
専

門
委

員
）

③
上

記
②

の
う

ち
平

成
2
4
年

度
新

規
参

加
者

の
数

①
１

②
７

人
（
２

人
）

③
７

人

統
計

部
局

に
お

け
る

大
学

等
と

の
人

事
交

流
の

実
績

（
相

手
先

別
派

遣
者

数
、

受
入

者
数

等
）

派
遣

：
大

学
２

人
受

入
：
大

学
1
0
人

①
1
9

②
1
5
6
人

（
3
8
人

）
③

2
2
人

①
４

②
5
0
人

（
 5

人
）

③
４

人

①
４

②
7
9
人

（
1
8
人

）
③

無

①
２

②
4
7
人

（
無

）
③

1
2
人

①
５

②
2
4
人

（
３

人
）

③
1
0
人

無 ①
２

②
1
4
人

（
１

人
）

③
無
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資料 33 行政記録情報等の統計作成への活用に係る実態調査の概要 

 

 

１ 調査の概要 

 （１）調査の目的 

行政記録情報等の統計作成への活用に係る実態調査（以下「本実態調査」という。）は、

基本計画において、行政記録情報等の活用に関する課題の一つとして、「行政記録情報等の

活用に関する環境整備」について検討することとされていることから、その取組として行

政記録情報等を用いて作成・公表している業務統計、行政記録情報等を活用した統計調査

について、最新の状況を把握することを目的とする。 

 

 （２）調査対象 

人事院、内閣府、宮内庁、公正取引委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、復興庁、総務省、

法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通

省、環境省、防衛省等 

 

（３）調査時期 

平成 25 年２月から３月まで 

 

 

２ 調査結果の概要 

Ⅰ 行政記録情報等を用いて、経常的に作成・公表されている統計（業務統計）の実態

本実態調査の平成 24 年度結果では、表１のとおり、行政記録情報等を用いて、経常的に作

成・公表されている統計（業務統計）として各府省等から報告された統計は 145 件である。

政府統計一覧に加え、平成９年度調査結果も活用する等した結果、31 件増となった一方、前

回までの本実態調査で報告されていたもののうち、平成 24 年度に作成・公表されていない統

計が１件減となっている。 

 

      表１ 行政記録情報等を用いて経常的に作成・公表されている統計（業務統計） 

府省等 
件数 

府省等 
件数 

平成 22 年度 23 24 平成 22 年度 23 24 

人事院 ４ ４ ４ 厚生労働省 16 19 25 

内閣府 ０ ０ １ 農林水産省 16 16 19 

公正取引委員会 １ １ １ （林野庁） （２） （２） （３）

警察庁 ２ ２ ３ （水産庁） （２） （２） （３）

消費者庁 － ２ ３ 経済産業省 ５ ５ ８ 

総務省 18 18 21 （資源エネルギー庁） （４） （４） （４）

 （公害等調整委員会） （１） （１） （１） （特許庁） （１） （１） （１）

（消防庁） （２） （２） （３） 国土交通省 14 13 16 

法務省 12 12 12 （観光庁） ０ ０ （１）

外務省 ４ ４ ４ （海上保安庁） （１） （１） （１）

財務省 ８ ８ 13 環境省 ５ ７ 10 
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 （国税庁） （３） （３） （３）

計 109 115 145 文部科学省 ４ ４ ５ 

 （文化庁） ０ ０ （１）

 （注）「件数」の（ ）については、内数である。また、下線部は、平成 23 年度結果と異なる部分を示す。以下同様 

 

 

Ⅱ 行政記録情報等の活用が既に図られている統計調査の事例 

本実態調査の平成 24 年度結果では、表２のとおり、母集団情報の整備等、行政記録情報等

の活用が既に図られている統計調査は 44 件となっている。 

 

表２ 行政記録情報等の活用が既に図られている統計調査（各省別） 

省 
件数 

平成 22 年度 23 24 

総務省 ３ ４ ４ 

法務省 ０ １ １ 

財務省 １ １ １ 

 （国税庁） （１） （１） （１） 

厚生労働省 11 14 17 

農林水産省 ５ ５ ８ 

経済産業省 ４ ５ ５ 

 （資源エネルギー庁） （３） （３） （３） 

 （特許庁） （１） （１） （１） 

国土交通省 ６ ７ ９ 

計 30 36 44 

（注）経済センサス-活動調査については、総務省及び経済産業省の両省に計上するが、重複を排除し、計には１として計

上している。 

 

また、行政記録情報等の活用が既に図られている 44 件を活用形態別に分類すると、表３の

とおりである。 

 

表３ 行政記録情報等の活用が既に図られている統計調査（活用形態別） 

活用形態 
件数 該当する統計 

調査の例 平成 22 年度 23 24 

調 査 対 象

の 把 握 関

係 

母集団情報の整備 20 23 25 
経済センサス‐基礎

調査 等 

新設等の事業所を調査対

象候補として把握するた

めに活用 

１ １ １ 

毎月勤労統計調査 

統 計 作 成

の 活 用 関

係 

行政記録情報等として得

られた情報を基に調査票

を作成 等 

15 17 24 

医療施設調査（医療施

設動態調査）等 
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統計調査結果と合わせ統

計作成 
０ ２ ２ 

社会医療診療行為別

調査 等 

欠測値等補完等 ２ ２ ２ 国勢調査 等 

計 30 36 44 － 

（注）複数の活用形態が採られている統計調査についてはそれぞれに計上しているため、計は一致しない。 
 

なお、行政記録情報等の活用が既に図られている 44 件を、統計調査を実施する機関（統計

調査実施機関）と当該調査に活用が図られている行政記録情報等を保有する機関（行政記録

情報等保有機関）との関係について、活用する行政記録情報等の保有機関別に分類すると、

表４のとおりである。 

 

表４ 行政記録情報等の活用が既に図られている統計調査（保有機関別） 

行政記録情報等の保有機関 
件数 該当する統計 

調査の例 平成 22 年度 23 24 

統計調査実施機関が自ら保有する行政

記録情報等を活用 
17 19 19 

医療施設調査（医療施

設静態調査） 等 

統計調査実施機関が他の行政機関等の

保有する行政記録情報等を活用 
13 17 22 

経済センサス‐基礎

調査 等 

統計調査実施機関が自ら保有する行政

記録情報等と他の行政機関等の保有す

る行政記録情報等を活用 

０ ０ ３ 

消費生活協同組合（連

合会）実態調査 等 

計 30 36 44 － 

 

 

Ⅲ 行政記録情報等の活用について検討がなされている統計調査の事例 

本実態調査の平成 24 年度結果では、表５のとおり、合計件数は４件である。これは、行政

記録情報等の活用が検討されていた統計調査４件において、当該行政記録情報等の活用が図

られたためである。 

 

表５ 行政記録情報等の活用について検討がなされている統計調査（各省別） 

省 
件数 

平成 22 年度 23 24 

総務省 １ ０ ０ 

財務省 １ １ １ 

厚生労働省 ４ ４ １ 

農林水産省 ２ ２ １ 

経済産業省 １ ０ ０ 

国土交通省 １ １ １ 

計 ９ ８ ４ 
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資料34  国連アジア太平洋統計研修所 1970年からの研修事業参加者数
2013年3月現在

国／地域 合計 東京ベース事業 研修所外事業 遠隔学習事業

13261 3522 9245 493

ESCAP 域内国(58) 12938 3254 9220 463
アフガニスタン 145 49 94 2
アルメニア 49 15 34 0
米領サモア 9 0 9 0
オーストラリア 23 2 21 0
アゼルバイジャン 30 19 11 0
バングラデシュ 503 174 286 43
ブータン 225 60 161 4
ブルネイ 202 15 187 0
カンボジア 391 95 282 14
中華人民共和国 737 145 580 11
クック諸島 88 27 61 0
北朝鮮 78 0 78 0
ミクロネシア連邦 77 29 47 1
フィジー 251 69 175 7
グルジア 26 15 11 0
グアム 35 0 35 0
香港 227 89 135 3
インド 385 167 180 38
インドネシア 540 182 353 5
イラン 407 107 280 20
日本 87 52 35 0
カザフスタン 37 26 10 1
キリバス 143 23 119 1
キルギス 26 15 11 0
ラオス 418 80 288 50
マカオ 131 6 121 4
マレーシア 534 159 369 6
モルディブ 466 66 395 5
マーシャル諸島 86 12 74 0
モンゴル 579 101 387 91
ミャンマー 449 92 348 9
ナウル 8 6 2 0
ネパール 651 113 528 10
ニューカレドニア 27 0 27 0
ニュージーランド 12 0 12 0
ニウエ 43 7 36 0
北マリアナ諸島 2 0 2 0
パキスタン 562 138 415 9
パラオ 7 4 3 0
パプアニューギニア 285 64 220 1
フィリピン 718 188 510 20
大韓民国 369 102 267 0
ロシア 10 1 9 0
サモア 142 59 79 4
シンガポール 94 48 42 4
ソロモン諸島 106 22 78 6
スリランカ 741 164 559 18
タジキスタン 78 31 47 0
タイ 770 176 543 51
東ティモール 53 13 39 1
トンガ 110 40 69 1
太平洋諸島信託統治領 40 7 33 0
トルコ 23 13 10 0
トルクメニスタン 9 6 3 0
ツバル 44 10 34 0
ウズベキスタン 39 28 5 6
バヌアツ 98 25 72 1
ベトナム 513 98 399 16

323 268 25 30
2 2 0 0

ESCAP 域外国(70)
アルバニア
アルジェリア 1 1 0 0

合計(128)
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国／地域 合計 東京ベース事業 研修所外事業 遠隔学習事業

アルゼンチン 1 1 0 0
バルバドス 1 1 0 0
ベリーズ 2 2 0 0
ベナン 1 1 0 0
ボリビア 4 4 0 0
ブラジル 7 6 1 0
ボスニア・ヘルツェゴビナ 2 2 0 0
ボツワナ 2 2 0 0
ブルガリア 2 2 0 0
カメルーン 1 1 0 0
コロンビア 1 1 0 0
コモロ 1 1 0 0
コートジボワール 1 1 0 0
キューバ 3 3 0 0
チェコ共和国 1 1 0 0
ドミニカ国 2 2 0 0
ドミニカ共和国 1 1 0 0
エジプト 10 10 0 0
エチオピア 12 12 0 0
赤道ギニア 1 1 0 0
フランス 7 0 7 0
ドイツ 1 0 1 0
ガーナ 18 9 0 9
グァテマラ 5 5 0 0
ホンジュラス 4 4 0 0
イラク 20 20 0 0
ジャマイカ 4 4 0 0
ケニア 6 6 0 0
コソボ 4 4 0 0
ラトビア 1 1 0 0
レバノン 1 1 0 0
レソト 6 6 0 0
ルクセンブルグ 2 0 2 0
マダガスカル 1 1 0 0
マラウイ 5 5 0 0
モーリタニア 1 1 0 0
モーリシャス 1 1 0 0
モルドバ 3 3 0 0
モザンビーク 10 4 0 6
ニジェール 2 2 0 0
ノルウェー 1 0 1 0
ナイジェリア 18 18 0 0
オマーン 10 10 0 0
パレスチナ 14 14 0 0
パナマ 2 2 0 0
パラグアイ 2 2 0 0
ペルー 6 6 0 0
ルーマニア 3 3 0 0
ルワンダ 9 9 0 0
セントルシア 2 1 1 0
サウジアラビア 2 2 0 0
セネガル 4 4 0 0
セルビア 1 1 0 0
セーシェル 1 1 0 0
サントメ・プリンシペ 1 0 1 0
スロバキア 1 1 0 0
セントビンセント及びグレナディーン諸島 3 3 0 0
スワジランド 8 8 0 0
スイス 2 0 2 0
シリア 18 8 0 10
タンザニア 30 25 0 5
ウガンダ 1 1 0 0
ウクライナ 2 2 0 0
ウルグアイ 1 1 0 0
米国 9 0 9 0
イエメン 1 1 0 0
ザンビア 8 8 0 0
ジンバブエ 2 2 0 0
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資料 35 政府統計の総合窓口（e-Stat）について 

 

 

 “e-Stat”とは、政府が作成・公表する統計（Statistics）に関する幅広い

分野の統計調査結果を、インターネット上で提供している総合窓口（ポータル

サイト）です。 

 知りたい統計データを探すための検索機能をはじめ、グラフ形式で見ること

や、地図上への統計データの表示もできるなど、日常生活、学習、ビジネス、

研究などに政府統計を活用する上で便利な様々な機能が備わっているサイトで

す。 

 

 

 

※政府統計の総合窓口（e-Stat）は、平成 25 年１月にリニューアルしました。 
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資料 36 政府統計共同利用システムについて 

 

  

政府は、国民にとって便利で使いやすい統計データの提供や各府省等の統計

情報システムの集約を図るため、平成２０年４月から、総務省を中心に全府省

が参画して新たな「政府統計共同利用システム」をスタートさせました。 

 このシステムは、各府省等の統計データの公表や統計調査の企画立案、オン

ライン調査の実施などに役立つ様々な機能を備えており、インターネットを通

じて各府省等の統計がつながり、国民にとって政府統計がより身近なものとし

て役立つことが期待されています。政府統計共同利用システムの主な機能とし

ては、（１）国民や企業など統計の利用者が、インターネット経由で統計の公表

予定時期や公表結果を調べたり、地図や図表で統計を見たりすることができる

「政府統計の総合窓口（e-Stat）」、（２）各府省等のオンライン調査を行う「政

府統計オンライン調査総合窓口」があります。このほかにも各府省等が事業所

や企業を調査する場合に、調査対象者を抽出する際などに利用する「事業所母

集団データベース」などがあります。 

 

 

 

 

※政府統計の総合窓口（e-Stat）は、平成 25 年１月にリニューアルしました。 
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